
文教民生委員会・分科会 会議記録 

    

１  期 日   令和３年９月21日（火） 

              午前９時26分 開会 

              午後３時31分 閉会 

２ 場 所   第２委員会室 

３ 出 席 委 員   委 員 長 上田 伴子 

副委員長 上田 倫久 

委  員  青山 憲司、芦田 竹彦、 

     伊藤  仁、芹澤 正志 

松井 正志、米田 達也 

４ 欠 席 委 員   なし 

５ 説 明 員   （別紙のとおり） 

６ 傍 聴 議 員   なし 

７ 事 務 局 職 員    主幹兼調査係長 小崎 新子 

８ 会議に付した事件    （別紙のとおり） 

                 

           文教民生委員長・分科会長  上田 伴子   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和３年９月定例会 

文教民生委員会・文教民生分科会 審査日程表（案）（案） 

審査日程 所 管 部 等 名 審 査 区 分（黒字：委員会、赤字：分科会） 
予定 

時間 

集合 

時間 

 

９月 21 日 

（火） 

９：30～ 

 

 

第２委員会

室 

 

 

【健康福祉部】 

社会福祉課 

高年介護課 

健康増進課 

 

【各振興局】 

市民福祉課 

 

説明・質疑  

■第 106 号議案 R２年度一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

 

会計ごとに説明・質疑・討論・表決 

●108 号 ②決算：国民健康保険事業特別会計（直診勘定） 

・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

 

●110 号 ②決算：介護保険事業特別会計 

・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

 

●111 号 ②決算：診療所事業特別会計 

・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

 

9:30 

～ 

11:00 

9:30 

 

【市民生活部】 

市民課 

生活環境課 

 

【各振興局】 

市民福祉課 

 

説明・質疑 

■第 106 号議案 R２年度一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

 

会計ごとに説明・質疑・討論・表決 

●107 号 ②決算：国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

 

●109 号 ②決算：後期高齢者医療事業特別会計 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

 

●112 号 ②決算：霊苑事業特別会計 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

 

●114 号 ②決算：太陽光発電事業特別会計 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

 

説明・質疑・討論・表決 

●報告第 18 号 専決処分したものの報告について 

 専決第 15 号 損害賠償の額を定めることについて 

11:10 

～ 

12:00 

 

13:00 

～ 

13:40 

11:00 



審査日程 所 管 部 等 名 審 査 区 分（黒字：委員会、赤字：分科会） 
予定 

時間 

集合 

時間 

 

【地域コミュニティ振興部】 

生涯学習課 

文化振興課 

新文化会館整備推進室 

スポーツ振興課 

 

 

説明・質疑 

■第 106 号議案 R２年度一般会計決算認定 

  ・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

 

13:50 

～ 

15:00 

13:40 

 

【教育委員会】 

教育総務課 

こども教育課 

こども育成課 

 

 

説明・質疑  

■第 106 号議案 R２年度一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

 

15:10 

～ 

16:20 

15:00 

  

当局職員退席後、委

員のみで審査を行い

ます。 

 

討論・表決  

■第 106 号議案 R２年度一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入  

・財産調書 

 

《第 106 号：分科会審査意見、要望等のまとめ》 

《報第 18 専第 15、第 107～112、114 号：委員会審査意見、

要望等のまとめ》 

 

 

 

16:30 

～ 

 

 

 

※ 説明、質疑が終了した部は退席し、次の部に移ります。 

※ 第 106 号議案は、「説明、質疑」までを行い、第 107～112、114 号議案は、「説明、質疑、討論、

表決」を行います。 



令和３年第４回豊岡市議会（定例会）議案付託分類表 

 

【文教民生委員会】 

  報告第18号  専決処分したものの承認を求めることについて 

   専決第15号  損害賠償の額を定めることについて 

  第85号議案  兵庫県市町交通災害共済組合の解散について 

  第86号議案  兵庫県市町交通災害共済組合の解散に伴う財産処分について 

  第87号議案  兵庫県市町交通災害共済組合規約の一部変更について 

  第93号議案  豊岡市立国民健康保険資母診療所の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例制定について 

  第97号議案  令和３年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予

算（第２号） 

  第98号議案  令和３年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予

算（第１号） 

  第99号議案  令和３年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１

号） 

  第100号議案 令和３年度豊岡市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

  第101号議案 令和３年度豊岡市診療所事業特別会計補正予算（第２号） 

  第102号議案 令和３年度豊岡市霊苑事業特別会計補正予算（第１号） 

  第103号議案 令和３年度豊岡市太陽光発電事業特別会計補正予算（第１号） 

  第107号議案 令和２年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳

出決算の認定について 

  第108号議案 令和２年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）歳入歳

出決算の認定について 

  第109号議案 令和２年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  第110号議案 令和２年度豊岡市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

  第111号議案 令和２年度豊岡市診療所事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

  第112号議案 令和２年度豊岡市霊苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

  第114号議案 令和２年度豊岡市太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

   

  予算決算委員会付託議案に係る分科会分担表 

【文教民生分科会】 

  報告第14号  専決処分したものの承認を求めることについて 

   専決第14号  令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第９号）   

  第96号議案  令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第11号） 

  第106号議案 令和２年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定について 

  第118号議案 令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第12号） 



 文教民生委員会・文教民生分科会次第 

 

        日時：2021 年９月21日（火）９:30 ～ 

場所：第２委員会室 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

３ 協議事項 

（1）付託・分担案件の審査（別紙：議案付託表・分科会分担表） 

 

 

（2）意見・要望のまとめ 

ア 分科会意見・要望のまとめ 

イ 委員会意見・要望のまとめ 

 

 

（3）その他 

 

 

４ 閉  会 

 



【委　　員】

8 名

【当　　局】出席者に着色をしています。

8 名 11 名

10 名 11 名

【事 務 局】 合計 49 名

こども教育課参事 内海　忠裕健康増進課参事兼文化振興課参事 米田　紀子

議会事務局主幹兼調査係長 小崎　新子

こども育成課参事 山本加奈美

職   名 氏　名

健康増進課参事 三上　尚美

こども育成課参事 吉本　　努健康増進課参事 武田　満之

こども育成課参事 冨岡　　隆

こども育成課参事 吉谷　孝憲

こども育成課長 木下　直樹

但東振興局 市民福祉課長 柏木　敏高

こども教育課参事

教育総務課参事 木之瀬晋弥

惠後原博美

社会福祉課参事 土生田祐子

教育総務課参事 宇川　義和社会福祉課参事

健康増進課長 宮本　和幸 こども教育課参事 坂本英津子

健康増進課参事 村尾　恵美

高年介護課長 定元　秀之 教育総務課参事 大谷　康弘

高年介護課参事 和田　征之 こども教育課長 和田　晃典

大谷　賢司

橋本　明宏

健康福祉部長 原田　政彦 教育次長 堂垣　真弓

社会福祉課長 宮田　裕史 教育総務課長 永井　義久

スポーツ振興課長 池内　章彦

出石振興局 市民福祉課参事 午菴　晴喜

職   名 氏　名 職   名 氏　名

日高振興局 市民福祉課長 川端美由紀新文化会館整備推進室長兼都市整備課参事 櫻田　　務

出石振興局 市民福祉課長 川口　雅浩

成田　和博

日高振興局 市民福祉課参事

城崎振興局 市民福祉課長 土岐　浩司文化振興課参事 藤原　孝行

竹野振興局 市民福祉課長 岡田　　貢文化振興課参事

西松　秩里

職　 名 氏　　　　名

委　員　長 上　田　伴　子

職   名 氏　名 職   名 氏　名

委　　　員 伊　藤　　　仁

委　　　員 松　井　正　志

  芹　澤　正　志　

委　　　員 米　田　達　也

委　　　員

副 委 員 長 上　田　倫　久

委　　　員 青　山　憲　司

委　　　員

生涯学習課長 大岸　和義 市民課参事 川崎　智朗

生涯学習課参事 旭　　和則 生活環境課長

芦　田　竹　彦

2021.9.21

地域コミュニティ振興部長 幸木　孝雄 市民生活部長 谷岡　慎一

地域コミュニティ振興部参事 桑井　弘之 市民課長 惠後原孝一

文 教 民 生 委 員 会 名 簿
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午前９時２６分 委員会開会 

○委員長（上田 伴子） 皆さん、おはようございま

す。 

 ただいまから文教民生委員会を開会いたします。 

 本日、皆様、今日は台風一過の後、本当に先日か

ら、昨日からですか、いいお天気になりまして、周

りの田んぼも稲が刈られた田んぼが多くなりまし

た。今日は大変心地よい天気でございますので、皆

さん、粛々と論戦したいと思いますので、当局の皆

さんにおかれましても、どうかよろしくお願いいた

します。 

 それでは、座りまして、進めさせていただきます。 

 一般会計に関する予算及び決算関係議案につき

ましては、予算決算委員会に付託され、当委員会は

文教民生分科会として担当部分の審査を分担する

ことになります。 

 したがいまして、議事の進行は、委員会と分科会

を適宜切り替えて行いますので、ご協力をお願いい

たします。 

 これより、協議事項１番、付託・分担案件の審査

に入りますが、まず、審査日程について確認してお

きたいと思います。 

 議案等の審査につきましては、お手元に配付して

おります議案付託表、分科会分担表のとおりです。 

 本日は、議案審査の順序を入れ替えまして、予算

決算委員会付託議案に係る当分科会に分担された

第１０６号議案、令和２年度豊岡市一般会計歳入歳

出決算の認定についての説明、質疑を一括して部署

ごとに行います。 

 その後、委員会付託された第１０７号議案から第

１１２号議案及び第１１４号議案と報告第１８号

までの説明、質疑、討論、表決を行います。 

 続いて、委員のみで、第１０６号議案の討論、表

決を行い、分科会審査意見、要望等の取りまとめ、

及び第１０７号議案から第１１２号議案及び第１

１４号議案と報告第１８号までの委員会審査意見、

要望の取りまとめを行います。 

 明日、２２日は委員会付託されたその他の議案の

説明、質疑、討論、表決を行い、その後、予算決算

委員会から当分科会に分担された報告第１４号及

び第９６号議案、第１１８号議案の令和３年度豊岡

市一般会計補正予算についての説明、質疑、討論、

表決を行います。 

 続いて、委員のみで分科会審査意見、要望等の取

りまとめ及び委員会審査意見、要望の取りまとめを

行います。 

 議案審査の順序につきましては、以上のとおりと

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 なお、本日の当局出席者についてですが、別紙審

査日程表に合わせて、各部署順番に入れ替えて出席

いただくよう要請しておりますので、ご了承願いま

す。 

 委員の皆さん、当局の皆さん、説明、質疑、答弁

に当たりましては、くれぐれも要点を押さえて簡潔

明瞭に行うなど、スムーズな議事進行に格別のご協

力をお願いいたします。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

午前９時３０分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時３０分 分科会開会 

○分科会長（上田 伴子） ただいまより文教民生分

科会を開会します。 

 それでは、まず、第１０６号議案、令和２年度豊

岡市一般会計歳入歳出決算の認定について、健康福

祉部所管分、一括議題といたします。 

 当局の説明は、組織順の部課単位で一気に説明を

お願いします。 

 一般会計については、歳出、続いて所管に係る歳

入、財産調書の順で、また、特別会計については、

歳出、続いて所管に係る歳入、実質収支調書の順で

お願いします。 

 なお、審査時間に限りがありますので、所管事項

を逐一説明するのではなく、新規事業や平年と比較

して、変化の著しい事業等を抜粋して説明をお願い

します。 
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 説明に当たっては、資料のページ番号をお知らせ

ください。 

 発言の最初に、課名と名字をお願いします。 

 質疑は、説明が終わった後に一括して行います。 

 では、第１０６号議案、令和２年度豊岡市一般会

計歳入歳出決算の認定について、組織順に説明願い

ます。 

 はい、どうぞ。 

○社会福祉課長（宮田 裕史） おはようございます。 

 それでは、私のほうからは、新規分を中心に主な

ものを、決算書の備考欄を中心に説明させていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 まず、１８１ページからご覧いただきたいと思い

ます。１８１ページから社会福祉総務費となってお

ります。このうち備考欄中段より下に福祉事務所費

ございますが、こちらの一番下、業務委託料でござ

います。こちら２２万円ですが、２０２１年度介護

報酬改定に係ります指定機関等管理システム改修

業務に係る費用となっております。国から４万３，

０００円の補助金の交付を受けているところでご

ざいます。 

 続きまして、１８３ページ、上から６行目になろ

うかと思います。庁用備品１９万８，０００円です。

こちら事務所のシュレッダーを購入させていただ

いたところでございます。 

 続きまして、１８５ページでございます。上から

５行目、障害者福祉計画策定事業費ということで、

こちらのほう、昨年度末で障害者計画のほうが計画

期間満了となりましたので、昨年度、大阪府立大学

の田垣先生をはじめ、１７名の委員の方に参加いた

だきまして、策定を行ったものでございます。 

 また、その下に、地域福祉計画策定事業費９万２，

０１４円ということで計上ございます。こちらにつ

きましては、今年度、地域福祉計画が２０２１年度

末で終了するということで、昨年度から策定に着手

しているところでございます。こちらにつきまして

は、同志社大学の永田先生をはじめ、１７名の委員

の方に参加いただき、進めているところでございま

す。こちらはまた社会福祉協議会が策定することと

なっております、地域福祉推進計画と一体のものと

して策定を進めており、経費の２分の１を社会福祉

協議会のほうへ負担をいただいておるところでご

ざいます。 

 続きまして、少し飛びますが、１９５ページをご

覧いただきたいと思います。こちら、下のブロック、

立野庁舎管理費の一番下、庁用備品ということで１

０９万９，５６０円執行いたしております。こちら

につきましては、立野庁舎におきまして、机、また

事務椅子等を購入させていただいております。 

 続きまして、１９７ページ、豊岡健康福祉センタ

ー管理費のうち、真ん中辺りに補修工事費というこ

とで２１５万３，８００円執行いたしております。

こちらにつきましては、高圧受電設備のほうが老朽

化していたことから補修工事を行ったものでござ

います。 

 続きまして、１９９ページをご覧いただきたいと

思います。備考欄の一番上に日高健康福祉センター

の管理費で、修繕料１０７万２，６３７円執行いた

しております。給水設備や非常用発電装置の修繕を

行ったところでございます。 

 また、中段、少し上になりますが、日高東部健康

福祉センター管理費のうち、修繕料３０１万１，５

８５円です。こちらにつきましてもシンクロヒータ

ーの修繕、誘導灯設備、空調設備改修と修繕を行っ

たところでございます。 

 中ほどに、出石健康福祉センター管理費、同じく

修繕料４１万４，８３２円執行させていただいてお

ります。こちらは漏水に伴うもの、また、非常用発

電装置の修繕となっております。 

 最後、その下に、但東健康福祉センター管理費の

修繕料７４万７，８７４円執行いたしております。

空調設備や非常用誘導灯の修繕に係るものとなっ

ております。 

 続きまして、２０１ページ、下から３行目という

ことで、障害者（児）自立支援給付事業費のうち、

障害福祉サービス費でございます。こちら昨年度か

ら約７，５００万円増えまして、１８億５，６６８

万２，０００円ということになっております。増加
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の主な要因といたしましては、利用者数の増加によ

るものということでございます。 

 続きまして、２０３ページをご覧いただきたいと

思います。こちら真ん中よりやや下の辺りに事業用

備品２５万５，８６０円執行させていただいており

ます。こちらにつきましては、新型コロナウイルス

感染症の拡大に伴いまして、聴覚障害の方が医療機

関等を受診された場合に、市のほうから手話通訳者

を派遣できないときに、リモート、タブレットの画

面などを使って手話通訳ができるようにというこ

とで、県の補助を受けまして、ノートパソコン１台

とタブレット１台を購入した備品購入費となって

おります。 

 続きまして、２０５ページをご覧いただきたいと

思います。こちらのほう、上から２つ目の事業とい

たしまして、住居確保給付金支給事業費ということ

で掲載しております。事業費としては、昨年度の執

行といたしましては３９７万６，９００円というこ

とでございます。この制度は、ご承知のとおり失業

等により住居、借家に限りますが、家賃が払えない

ことによりまして家を失うかもしれない場合に、家

賃の一部を３か月支援するという制度でございま

す。新型コロナ感染症の拡大に伴いまして、昨年度

は支給期間も最大１２か月まで延長したというこ

とでございます。また、一昨年につきましては、利

用件数１件だけでございましたが、昨年度は２５件、

３９７万６，９００円の給付ということで事業を行

っているところでございます。 

 続きまして、少し飛びますが、２１７ページをご

覧いただきたいと思います。下から２つ目の事業で、

子どもの貧困対策推進事業費ということで、事業を

掲載させていただいております。こちらのうち、ま

ず報償金５万５，６８５円ですが、こちらは幼稚園

や保育園におきまして、課題を有する子供の気づき

シート導入に当たりまして、大谷大学の中野先生に

お話をいただいた際の謝金となっております。また、

同じ事業で業務委託料、非正規雇用者就労支援業務

２００万２，０００円となっております。こちらに

つきましては、非正規で就労されておられますひと

り親家庭の母親を対象にいたしまして、正規雇用を

目指すセミナーの開催を委託、実施したものでござ

います。国の２分の１の補助をいただいて、事業実

施したところでございます。 

 その下で、児童扶養手当・就学援助費受給者支援

給付事業費ということで、補助金を交付させていた

だいております。こちらにつきましては、新型コロ

ナウイルス感染症の発生に伴いまして、就業環境の

変化による影響を受けやすいひとり親家庭及び就

学援助費受給世帯に対しまして、市独自の施策とい

たしまして、給付金を５月に支給したものでござい

ます。このうち就学援助費受給世帯分を除きました

社会福祉課分として１，８０３万円を執行いたして

おります。 

 続きまして、２１９ページの上に、今度はひとり

親世帯臨時特別給付金支給事業費ということで記

載させていただいております。こちらにつきまして

も、趣旨としては同じものですが、こちらは国の制

度が創設されたということで、それを財源といたし

まして、市のほうで給付したというものでございま

す。こちらにつきましては、同じようにひとり親家

庭でありますとか、就学援助費受給世帯に８月に支

給を行いました。また、コロナウイルスの影響が長

期化したことから、１２月にも再支給を行ったとこ

ろでございます。こちら３区分に分かれておりまし

て、そのうちひとり親世帯臨時特別給付金が１億２

４８万円、これが社会福祉課分で執行いたしており

ます。また、就学援助費受給世帯臨時特別給付金の

うち２，９１９万円分が社会福祉課分、残額がこど

も教育課のほうで執行されておられます。そして、

就学援助費受給世帯等新生児臨時特別給付金１０

２万円、こちらにつきましても社会福祉課のほうで

執行いたしております。社会福祉課分といたしまし

ては１億３，２６９万円を執行いたしているところ

でございます。 

 続きまして、少し飛びますが、２２９ページにな

ります。こちらの真ん中より下に、生活保護適正実

施推進事業費というのがございます。こちらのほう

の生活保護システム改修業務７７万円を委託実施
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いたしております。こちらにつきましては、国の制

度のほうの改正に伴いまして、日常生活支援住居施

設の創設ということで、システム改修が必要になり

ましたので、国庫補助２分の１をいただきまして、

改修をしたところです。また、その２つ下、事業用

備品ということで、生活保護のケースワーク業務の

効率化を図るために、庁内で管理しているサーバー

と無線で接続し、安全にデータをやり取りするため

の無線ＬＡＮ機器の購入に執行いたしたところで

ございます。 

 支出のほうで最後になりますが、同じく２２９ペ

ージ、一番最後、生活保護措置費ということで、大

きな金額を執行いたしております。こちらにつきま

しては、扶助費ベースでは、昨年度と比べまして約

５，１００万円程度減額というふうになっておりま

す。主な要因といたしましては、医療扶助費が約５，

５００万円減額ということで、全体で軽減されてお

ります。 

 以上、歳出につきましてご報告させていただきま

した。 

 続きまして、歳入につきましてご説明させていた

だきたいと思います。少しお待ちください。 

 ３９ページをご覧いただきたいと思います。３９

ページですが、まず、こちらのほうの障害者総合支

援事業費補助金ということで、上から４つ目の箱の

中の真ん中辺に７６万円の歳入がございます。こち

ら先ほどご説明いたしましたが、福祉総合システム

改修、報酬改定に伴うシステム改修費用の補助金と

なっております。 

 また、その下、介護保険指定機関等管理システム

改修事業費補助金ということで、こちらにつきまし

ても国の補助金で、先ほど説明しました４万３，０

００円がこちらで計上をさせていただいておりま

す。また、同じところにございます放課後等デイサ

ービス支援事業費補助金でございますが、こちらに

つきましては、特別支援学校等の臨時休業、コロナ

によります臨時休業に伴いまして、放課後等デイサ

ービスをご利用された際のかかり増し分の経費に

つきまして補助を行うものということで、２１万９，

０００円の補助金を頂いております。 

 それで、１つボックスを飛ばしまして、最後の箱

の中の一番上の事業、母子家庭等対策総合支援事業

費補助金でございます。こちらにつきましては１２

６万７，０００円のうち、１００万円が先ほど申し

上げましたが、ひとり親家庭が正規雇用を目指すた

めのステップアップセミナーの事業費の補助金と

なっております。 

 続きまして、４１ページにまたがっていきますが、

ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業ということ

で、こちらのほう児童扶養手当受給世帯等へ支給し

た給付金や事務費に対して、１０分の１０というこ

とで１億２，７８０万４，０００円を頂いてるとこ

ろでございます。 

 続きまして、最後少し飛びますが、新たなものと

いうことで、４７ページをご覧いただきたいと思い

ます。こちらのほうの一番下、右下になりますが、

意思疎通支援事業費補助金ということで、先ほど申

し上げましたが、聴覚障害の方が通院された際にリ

モートで利用しますタブレット、パソコン等の購入

に対する補助ということで、県のほうから１０分の

１０で補助をいただいております。２５万５，００

０円を頂いております。 

 社会福祉課の主な事業につきましては以上です。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○高年介護課参事（和田 征之） 引き続きまして、

高年介護課の所管事項に係ります歳出、歳入、財産

調書につきましてご説明申し上げます。前年度から

大きく変更になった事業などについてご説明申し

上げます。 

 歳出でございます。２０９ページをお願いいたし

ます。備考欄、一番下の事業、老人福祉事業費で、

業務委託料、ＰＣＲ検査等業務７，５００円でござ

います。これは、高齢者施設に新規に入居される方

のうち、希望される方に対しましてＰＣＲ検査等を

実施したものでございます。豊岡市医師会に委託し、

検査対象者は１名でございました。 

 次に、その下の補助金でございます。２０１８年

度から実施しております高齢者福祉３事業の奨励
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金補助金でございます。ふれあいいきいきサロンに

つきましては、子供から高齢者までの地域の住民が

交流し、見守りや支え合うことを目的としてサロン

を実施しているところでございます。行政区、コミ

ュニティに対して、その運営費を社会福祉法人豊岡

市社会福祉協議会を通して助成しております。２０

２０年度の社会福祉協議会の補助金の金額は３８

０万円で、２０１９年度と比較して２８万円増加し

ました。開設から７年目以降の区は、１４２区で１

４区増加、コミュニティは２４団体で実施していた

だいております。 

 続きまして、高齢者安心・見守り活動奨励金につ

いてでございます。区内に住む７５歳以上の高齢者

の人数に対して、奨励金額を５つの段階に設定して

交付しております。市内の全区３５９のうち９０％

に当たる３２３区、７区増加しておりますけども、

実施しております。金額１，０６４万円の奨励金を

交付しました。 

 続きまして、次に、２１１ページをお願いいたし

ます。備考欄の中段、竹野老人福祉センター管理費

でございます。修繕料１１４万８，４００円は非常

用照明器具の取替えと、非常警報設備の更新でござ

います。 

 続きまして、一番下の段、民間老人福祉施設助成

事業費でございます。補助金、地域介護拠点整備費

２，４６０万円は、介護施設における新型コロナウ

イルス感染症拡大防止対策としまして、居室に設置

された陰圧装置に対して補助したものでございま

す。交付先は社会福祉法人ぶどうの枝福祉会、交付

の全額は県の補助でございます。 

 次の認知症高齢者グループホーム等防災改修等

支援事業費の９６万円につきましては、交付先が医

療法人社団創生会で、既存の建物２棟の間に車椅子

でもスムーズに移動できるよう渡り廊下を設置さ

れました。これも全額が国庫補助金となっておりま

す。 

 歳出は以上でございます。 

 歳入でございます。３９ページをお願いします。

国庫補助金でございます。備考欄の上から５枠目、

地域介護・福祉空間整備等交付金は、先ほど説明し

ました認知症高齢者グループホーム改修に伴う国

庫補助金９６万円を受け入れております。 

 次に、３行下の疾病予防対策事業費補助金９０万

円でございます。こちらも先ほどご説明しましたＰ

ＣＲ検査等業務に係るものでございます。なお、額

の確定に伴い執行分３，０００円との差額８９万７，

０００円を、今９月議会において国庫負担金等精算

返納金として補正予算を計上しておるところでご

ざいます。 

 続きまして、４９ページ、県補助をお願いいたし

ます。備考欄の一番上の枠内の下から３行目、地域

介護拠点整備費補助金２，４６０万円です。こちら

も歳出で説明しました陰圧装置の設置に係るもの

でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 財産調書についてでございます。６０６ページを

お願いいたします。出資による権利でございます。

前年度末から２０年度現在の増減はございません。

上から１０行目の北但社会福祉事業会出資金６５

万５，０００円、それから、１０行下の兵庫県生き

がい創造協会出損金１８万円、そして、一番下の北

但社会福祉事業会出損金７６６万４，０００円でご

ざいます。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、決算書の

１０７ページをお願いします。備考欄、１枠目の一

番下になります。補償金の指定管理者支援金ですが、

トータルで２，９９５万５，０００円となってます。

このうちの約１，６００万円が新型コロナウイルス

感染拡大による緊急事態宣言によりまして、ウェル

ストーク豊岡が臨時休館しましたので、その要請に

対するものになります。 

 次に、１５３ページをお願いします。備考欄の真

ん中辺りに、結婚・女性活躍推進事業費があります。

ハートリーフの関係です。６１５万９，７００円と

なってますが、事業費としては特に大きな変更はな

いですが、コロナ禍によりまして、赤ちゃん先生ク
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ラスの中止や、はーとピーなどの事業に影響があり

まして、事業中止として約３９万円減少しておりま

す。 

 次に、２０９ページをお願いします。２０９ペー

ジ、備考欄の一番下から３行目です。玄さん元気教

室奨励金ですが、５９８万５，０００円になります。

これについては、２０１の団体に交付しております。

教室自体は２１７団体で実施されています。 

 次に、２３３ページをお願いします。２３３ペー

ジの備考欄、１枠目の真ん中辺りです。総合健康ゾ

ーン健康増進施設管理費の光熱水費２，７２５万３，

７７５円になりますが、これについてはウェルスト

ーク豊岡の臨時休館や時短営業によりまして、前年

度と比較しまして約９５０万円の減となっており

ます。 

 次に、２３５ページをお願いします。備考欄の真

ん中辺りです。すこやか市民健診業務７，０３３万

４，５１３円ですが、コロナ禍によりまして、緊急

事態宣言が出されましたので、５月、６月の健診業

務を中止いたしました。その後、申込者全員が健診

を受けていただけるよう努力をいたしましたが、日

程の確保が難しかったこと、それから、感染予防対

策で密を避けるために、人数制限をせざるを得なか

ったということがあります。また、腹部超音波検査、

エコーになりますけども、こういった一部健診を中

止しております。そのため前年度と比較しましたら

約７，５００万円の減となっております。 

 次に、２３７ページをお願いいたします。備考欄

の下から１５行目、母子保健事業費の特定不妊治療

費助成金１，０４４万７，９０４円になりますが、

前年度と比較しまして約６４０万の減となってお

ります。これは、主な病院が京阪神にあるために、

コロナ禍によりまして受診を控えられたというこ

とが考えられます。 

 そこから、８行下の歩いて暮らすまちづくり推進

事業費については大きな変更はありません。 

 次に、２３９ページをお願いします。備考欄の真

ん中辺り、予防接種事業費がありますが、この中に

新型コロナワクチン接種に係るものも含まれてお

ります。主なものは、そこから１３行下の新型コロ

ナウイルスワクチン接種券印刷等業務３９８万４，

４０３円、それから、健康管理システム改修業務８

２万５，０００円、それから、新型コロナウイルス

ワクチン接種包括的業務ということで１７６万円、

これについて、コロナワクチン接種に係るものにな

ります。 

 次に、一番下、感染症対策事業費の消耗品費１，

７１０万８，９７１円になりますが、これは感染症

対策として、サージカルマスクや、あとは手指消毒

剤などの購入に充てております。 

 次に、２４１ページをお願いします。備考欄の上

から５行目になります。自宅待機者配食業務５万４，

４２０円ですが、これは新型コロナウイルス感染症

のために自宅待機等で外出ができない家庭への生

活支援ということで、２世帯５人に対してお弁当の

配食を行っております。 

 次に、２４５ページをお願いします。一番下の枠

になります。公立豊岡病院組合の負担金ですが、前

年度と比較して約１億６，４００万円の増となって

おります。この主な要因としては、分賦金の対象項

目であります建設改良経費の増加や繰り出し基準

で使用している単価について、従前は１年前の単価

で計算したものを当該年度の負担金としていまし

たが、それを当該年度の単価に置き換えて計算し直

すということにしました。また、特別交付税につき

まして、令和２年度の当初予算では見込んでいなか

ったものについて、豊岡病院の申請により、令和２

年度に計算上ですが、新規に参入されることになり

ましたので、これを負担金とするようにしたもの、

その結果として増額となりました。 

 次に、２４７ページをお願いします。備考欄の上

から８行目、医療用備品になります。５１９万２，

０００円ですが、合橋診療所のデジタルエックス線

画像診断システムと内視鏡記録装置一式の更新の

費用になります。 

 歳出は以上です。 

 続きまして、歳入の主なものを説明をいたします。 

 戻っていただきまして、４１ページをお願いしま
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す。上から４つ目の枠です。がん検診推進事業費補

助金以降ですが、この分は全て健康増進課分になり

ます。この中でも一番下の新型コロナウイルスワク

チン接種体制確保事業費の補助金９２７万７，５０

５円ですが、ワクチン接種に対する国からの補助に

なりまして、１０分の１０となっております。 

 次に、４９ページをお願いします。下から３つ目

の枠、健康増進事業費補助金から新型コロナウイル

ス感染症包括支援事業補助金までが健康増進課分

となっております。 

 次に、６５ページをお願いします。上から１１枠

目です。地域振興基金繰入金４億５，６０４万円で

すが、このうち母子保健事業費に１，８００万円、

それから、公立豊岡病院組合負担金に１，８００万

円が充当されております。 

 次に、７５ページをお願いします。上から３行目、

総合健康ゾーン健康増進施設の光熱水費です。２，

３２０万９，４４８円ですが、歳出でも説明しまし

たが、ウェルストーク臨時休館、時短営業によりま

して、光熱水費が減りましたので、約９５０万円減

となっております。 

 そのページの真ん中より下に、診療所医療機器整

備費負担金ということで、４８万円あります。これ

は合橋診療所の医療機器整備費に係る診療所の負

担分となっております。６年間で２分の１分を負担

していただいております。 

 次に、７７ページをお願いします。備考欄の枠の

真ん中辺りです。兵庫県後期高齢者医療広域連合補

助金８２６万７，６４２円ですが、主にすこやか市

民健診の後期高齢者分の補助金になりますが、対象

者を限定したために、前年度と比べて約６８０万円

の減となっております。 

 次に、８３ページをお願いします。上から３つ目

の枠です。保健施設整備事業債ですが、２５０万円

になります。これは合橋診療所の診療用機器購入に

係る市債になっております。 

 健康福祉部の説明は以上です。 

○分科会長（上田 伴子） それでは説明は終わりま

した。 

 質疑、意見等ありませんか。ないですか。 

 松井議員。 

○委員（松井 正志） 社協への補助金が歳出で計上

というか、支出されてるんですけども、社協への補

助金の制度の中で、いろんな人件費であるとか、い

ろんな事業の補助金というのは、国や県の制度、そ

れから市の継ぎ足し分入れて、制度化されてるんで

すけども、例えば保育園とかこども園のように、施

設の整備費、社協の事務所の整備費っていう制度は

あるのかどうか。要するに、国や県の制度が、支援

するような制度があるのかどうかということと、例

えば社協もいろんな介護保険事業であるとか、いわ

ゆる財源を伴うような事業を、最近はどんどんされ

ているんで、時期によっては、自立するっていう必

要も将来的には出てくると思うんですけども、そう

いう制度が、国や県の中であるのかどうか。さらに

は全国的に、あるいは県下的にそういう自前の施設

を持つような社協というのはあるのかどうか。そこ

ら辺教えていただけますか。もし分かれば。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○社会福祉課長（宮田 裕史） ご質問いただきまし

た点に答えさせていただきますけれども、社会福祉

協議会さんが社会福祉法人として障害福祉サービ

ス等、事業を行われる場合につきましては、ほかの

社会福祉法人等と同様の土俵に上がられて、補助金

の枠、施設整備の補助があるわけですけれども、事

務所等の整備につきましては、補助金の制度は国県

のほうではないというふうな現状になっておりま

す。 

 その中で、県下におきましても、大体の社協さん

が自治体のほうから事務所のほうを提供をされて、

間借りされてというのが多いようには聞いており

ますが、尼崎だけが唯一市の建物の譲渡を受けられ、

自前で今持っておられるというふうには聞いてお

ります。以上です。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○委員（松井 正志） 今のご説明でいくと、一般の

社協の、いわゆるどういった、一般というか、福祉

施策についての事務所っていうのは自前ではなく
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て、行政に頼るというんか、行政と一緒にやるとい

うのが基本であって、施設についても行政のものを

使うっていうのが、そもそもの思想というふうなこ

とで理解してもよろしいですか。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

 宮田課長。 

○社会福祉課長（宮田 裕史） 社協におかれまして、

豊岡市におきましては非常にいろいろな介護保険

事業でありますとか、手広くされておられますので、

収益的な体質もあるんですが、基本としては地域福

祉の推進を担われる団体ですので、収益事業、収益

が上がってくることはございませんので、ベースと

いたしましては、行政と一緒に地域福祉を推進して

いくためには、行政のほうが手厚い支援はされてる

という現状があるのかなというふうに認識してお

ります。 

 ただ、べきであるとか、ねばならないという形の

明言されたものまではないというふうには理解は

しておりますが、極力行政のほうも支援をして活動

のパートナーとして成り立つように支援させてい

ただいてるという現状かなと思っております。 

○委員（松井 正志） 最後。 

○分科会長（上田 伴子） 松井委員。 

○委員（松井 正志） 今の質問とは直接関係ないん

ですけども、社協の事業に伴う経営が大変厳しい、

苦しいというふうなお話を、理事というか、ちょっ

と聞くこともあるんですけども、実態としてはどの

ように理解をして、例えば将来に向かっては何かお

考えのようなものがあるかどうか併せてお聞きし

ておきます。 

○分科会長（上田 伴子） 宮田課長。 

○社会福祉課長（宮田 裕史） 私どものほうといた

しましても、社会福祉協議会さんの経営が苦しいと

いうふうなことは聞いておりますし、また、社会福

祉協議会さんにおかれましても、中長期の経営改善

計画というのを策定されて、今、支出の削減であり

ますとか、収入の向上というのを努めておられるか

と思います。具体的に今後どのように支援が必要か

というとこまで、まだ踏み込んだ議論はしておりま

せんけれども、社協さんのほうで現在経営改善に向

けて努力されてるというふうには認識しておりま

す。 

○委員（松井 正志） いいです。分かりました。 

○分科会長（上田 伴子） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） ２１７ページ、子どもの貧困

対策です。これは児童扶養手当、就学援助費の受給

者等に市独自の事業も含めてしていただいて、これ

は大変対象者の方からすればありがたいことだと

いうふうに思います。 

 まず、２１９ページの３つの施策ですね。ひとり

親世帯の特別給付金、それから、就学援助費等の受

給世帯臨時特別給付金、それから、その下の就学援

助費受給世帯等新生児臨時特別給付金、これそれぞ

れ何件ぐらい申請があったのか、教えていただけま

すか。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○社会福祉課参事（土生田祐子） それでは、上から

ひとり親世帯の分につきましては、何件というか、

何人受給者でもよろしいでしょうか。 

○委員（青山 憲司） いいです。 

○社会福祉課参事（土生田祐子） ６８３人。 

 それから、就学援助費受給世帯ですけれども、２

８４人。それから、新生児の分につきましては、少

し待っていただいていいですか。（「はい」と呼ぶ

者あり） 

 すみません。１７人ということになっております。 

○委員（青山 憲司） はい。 

 引き続きなんですけど、これ一般質問でもさせて

いただいたんですけどね。 

○分科会長（上田 伴子） マイクが、ちょっと遠い

かな。 

○委員（青山 憲司） すみません。平成３０年でし

たかね、これ、豊岡市のいわゆる子どもの貧困対策

いうことで、かなり日本全国に比較すると、約２倍

に当たるひとり親家庭の貧困が明らかになって、そ

の以後、子どもの貧困対策について取り組んできた

わけですけども、こういった事業をやることによっ

ての効果ですね、効果把握はどのようにされてるの
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か。この今の貧困対策の率としては、今どういう状

況にあるのかっていうのが分かれば教えていただ

きたいんですけど。 

 これは市が出したデータですので、それに基づい

てこういった貧困対策を行うことによって、その率

がどういうふうになってるかというのは、毎年比較

検討することによって効果把握ができると思うん

ですけどね。その辺りの現状分かれば教えてくださ

い。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○社会福祉課参事（土生田祐子） 実は、検証という

ところまではまだいってなくって、割と貧困対策っ

ていうのは成果が表れるまで時間がかかるという

ふうに思っております。ですし、指標をどこに定め

るかによってもかなり変わってきておりまして、今、

ひとり親、特に女性の部分について、市でも力を入

れておりまして、そこの部分について指標をどこに

定めようかというような状況にはなっております

が、成果というのはなかなかつながらない、子供が

成人する、１８になって、初めて進学率が上がると

かいうようなことは考えられると思うんですけれ

ども、そこのところまではまだ成果は出ておりませ

ん。 

○分科会長（上田 伴子） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） これは当初、子供の貧困につ

いてどういう状況にあるかっていうのを調べて、こ

れは市が独自に発表された内容でもありますんで

ね。その当時、全国で３１．５％、女性のひとり親

世帯の貧困率、それに比べ、豊岡は６２．６％の女

性のひとり親世帯の貧困率が明らかになって、こう

いうデータを明らかにされてるんで、どういう指標

でもって、こういう取組をされてきたかっていうの

は明らかですので、私は毎年こういう事業をするこ

とによって、どれだけの世帯が効果を受けて、先ほ

どの数もそうなんですけども、こういう施策をする

ことによって、どれぐらい改善してるのかっていう

のはやっぱり、その事業の決算をする上で検証する

必要があるというふうに私は思いますので、ぜひそ

の辺りは、特にこういう福祉に関して検証をやっぱ

りするべきだというふうに思いますが、どうでしょ

うか。 

○分科会長（上田 伴子） 原田部長。 

○健康福祉部長（原田 政彦） この相対的貧困率い

うのは、豊岡市で平成３０年度に政策調整部の中の

戦略推進室という名称だったような気がしますけ

ども、その中で、税情報を基に出したものでござい

ます。本来、全国で出されてるものについては、こ

れは税情報ではなくて、国民生活基礎調査というの

があって、これが数年に１回サンプル調査をされて、

その中で貧困調査というのがはじき出されてると

いうことで、国の調査と市の税調査と、また、調査

対象となるものが違うので、これ単純に比較すると、

ちょっとあまり無謀だなっていうとこがあります。

ですので、この平成３０年のときには、豊岡市とし

てはどれぐらいなのかという、その傾向を見るため

につくっていただいたものだと思っております。 

 その中で、今回いろんな貧困対策のプロジェクト

を自走していくわけですけれども、多分なかなか数

年ですぐに効果が出るようなものではないと思い

ますし、こういうデータを積み上げてくると一番分

かりやすいんでしょうけども、このデータの積み上

げもかなり難易なものになっておりますので、なか

なかこれを社会福祉課のほうで、毎年毎年いうのは

非常に難しいなというふうに思っております。ただ、

やっぱり何年か長いスパンの中で改善していくも

のですので、どこかの段階で何らかの数字っていう

ものの比較が必要かなとは、今現在思っているとこ

ろです。以上です。 

○委員（青山 憲司） 委員長、よろしいか。 

○分科会長（上田 伴子） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） これは意見になろうかと思う

んですけども、ひとり親家庭の貧困対策っていうの

は、子どもの貧困対策っていうのは、豊岡市が重点

的に取り上げた事業でもありますし、独自の事業も

あるんで、この辺りは決算を踏まえて、どういった

効果があったのか。先ほど対象人数確認したのもそ

うなんですけども、国の指標と市の指標が違うとい

うことであれば、それはまた政策調整課のほうと調



 10

整が必要になると思うんですけど、やっぱりその辺

りはしっかりと検証して、主な主要施策の評価、成

果にも結びついてくることですので、特に豊岡市と

してポイントとして取り組んできた事業でもある

んで、その辺はできるだけ効果把握ができるような

取組を、これお願いしておきたいというふうに思い

ます。 

 それからもう１点、よろしいでしょうか。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○委員（青山 憲司） １０９ページです。新型コロ

ナも受けて、特に老人福祉事業ではワクチンの接種

について積極的に展開をしていただいたのはあり

がたいと思っております。私も２回受けまして、少

し安心はしてるんですけども、この２０７ページで、

今の高齢者のＰＣＲ検査業務で、予算見られてたん

ですけど、対象が１名だったというふうなことだっ

たんで、これどういうふうにＰＲされて、このＰＣ

Ｒ検査のどういうんか、業務についてＰＲされてき

たのか。どういう原因が、要因があって１名しか受

けられなかったのかなっていうのが、ちょっと教え

ていただけますか。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○高年介護課参事（和田 征之） ＰＲ方法につきま

しては、各施設のほうに、その旨の通知のほうさせ

ていただきました。この１名という原因につきまし

ては、実を言いますと、令和３年３月から兵庫県の

ほうが同様の１０分の１０の施策を出されました

ことにより、豊岡市のほうとしてはこちらのほうを、

実施は１名というようなところになってくるとこ

ろでございます。以上でございます。 

○分科会長（上田 伴子） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 対象施設がどれぐらいあって、

その対象人数としてはどれぐらいの方が、この対象

になってたかいうの分かりますかね。 

○分科会長（上田 伴子） 定元課長。 

○高年介護課長（定元 秀之） これはあくまでも施

設に入られる方がＰＣＲ検査を受けるかどうかと

いうことですので、その中でおられた方とかいうん

じゃなしに、新たに入居される方がＰＣＲ検査を受

けるかどうかという判断をされるということです

ので、その場合、その施設の中で判断されない方も

あるでしょうし、実際入居される方がどうかという

のは分からなかったので、それも補正予算で上げさ

せてもらったものであります。 

 また、明日、ちょっと話をさせてもらおうと思っ

てたのですが、実際４月以降は、今度県の検査にな

りましたので、４月から８月までで３２件あったと

いうことを聞いております。ですので、令和２年度

分は１名しかなかったというものであります。説明

は以上です。 

○分科会長（上田 伴子） よろしいか。 

○委員（青山 憲司） その施設に入られる方ってい

うのは、どれぐらい対象になっとったかっていうの

分かりますか。分からなかったらいいです。 

○高年介護課長（定元 秀之） 申し訳ないです。ち

ょっとそこまで把握はできておりません。 

○委員（青山 憲司） 分かりました。 

 よろしいです。 

○分科会長（上田 伴子） よろしいですか。 

 ほかにはないですか。 

○委員（芦田 竹彦） ほんなら、ちょっと私から。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○委員（芦田 竹彦） ちょっと２点ほど。２３９ペ

ージでしたか、コロナの対策の事業費１，７１０万

円とお聞きしました。これはコロナの中でも、マス

ク、消毒剤を公共施設なんかで配布ってなってんで

すけども、これ行政区の３５９のところも配布なっ

てるの、２年度やからどうやったかなと記憶したん

やけど、なってるかということと。 

 それから、２つ目に、先ほど生活支援の弁当を配

給されたということを伺いました。２年度、これ２

世帯５人だけですか。その２点、ちょっとお伺いし

ます。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） まず、１点目の手指

消毒の関係です。各行政区１本配ったのも、この中

から出しております。（「入ってる」と呼ぶ者あり）
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はい、入ってます。 

 それともう一つの２年度の２世帯５人というの

は、スタートしたのが２月からですので、２年度に

ついては２世帯で５人ということです。 

○分科会長（上田 伴子） 芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） ちょっと感じでいいですけど

も、３年度、盆前からかなり増えて、自宅療養者が

増えました。お答え、ちょっと数字的につかんであ

るかどうか分かりませんけども、どれぐらいの方が

今自宅療養されてて、生活支援も、詳細は別にいい

ですけど、どれぐらいの方に食事提供のほうをされ

ておるかいうのが、ちょっと聞きたい。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○健康増進課参事（三上 尚美） あいにく自宅療養

者の方の人数というのは、市では把握をしておりま

せん。 

 それから、生活支援で、市のほうでお弁当を、感

染対策セットを配付をいたしましたのは、４月から

８月末で、２１世帯の４６人の方に配付をさせてい

ただいております。以上です。 

○委員（芦田 竹彦） 結構です。 

○分科会長（上田 伴子） ほかにはないですか。 

 すみません。私、１つお聞きしたいんですけども。

２１１ページで、地域介護拠点整備費で、ぶどうの

枝さんっていうのがあったんですけども、これはど

こにある施設、何かよく存じ上げないもんですから、

ちょっとお聞きします。 

 それと、それから、何ページだったかな、高齢者

の３事業の中で、それぞれ３事業大分増えてるよう

に思うんですけれども、やはり玄さん元気教室にし

ても、カフェにしても、まだできていない地域とか

があるような感じなんですけれども、そこら辺につ

いては、そういう事業をぜひしてくださいみたいな、

そういう呼びかけというか、支援というか、そうい

うようなことはされておるのかどうか。そこら辺お

願いします。 

○高年介護課参事（和田 征之） 最初の２，４６０

万円、地域介護拠点整備事業につきましては、社会

福祉法人ぶどうの枝福祉会、介護老人福祉施設の出

石愛の園でございます。 

 あと２点目、３事業につきましてでございます。

３事業につきましては、各地域におられる生活支援

コーディネーター、社協さんのほうに委託してるん

ですが、６人の力をお借りしながら、例えばサロン

では、直接区やコミュニティのほうに出向き、運営

指導や助言をいただいてるところでございます。 

 また、豊岡市においても、見守り活動につきまし

ては、様々な会議、例えば総会等々でこういう事業

がありますよということで、ＰＲさせていただいて

おります。今後も率先して事業のほうを展開してい

きたいというふうに思っています。以上でございま

す。 

○分科会長（上田 伴子） もう１点、今３事業のほ

うで言われましたんですけど、この３事業は、ご存

じのように敬老会の補助金から、それがなくなって

の３事業のほうへの転換でしたので、全てのやっぱ

り高齢者への公平ないうんですか、そういうことが

必要にあると思うんですね。だから、やはり今恩恵

を受けてらっしゃる地域だけじゃなくて、そういう

小さいところでなかなかできないところにも、何か

できるようなことを、ぜひ考えていっていただきた

い。また、そこら辺のＰＲもなかなかできなかった

ら、行政のほうから援助しながら、何かできないか

なと思うんですが、いかがですか。 

 はい、どうぞ。 

○高年介護課参事（和田 征之） ふれあいいきいき

サロンにつきましては、現在２４のコミュニティと

２７３の行政区、計２９７団体で実施していただい

ております。前年度と比較して１１行政区の増加と

なっております。 

 また、見守り活動につきましても、３２３行政区

で実施していただいており、前年度比較したら７行

政区増加しております。玄さん元気教室につきまし

ても、健康増進課のほうでございますけども、先ほ

ども説明をされましたけども、２０１団体のほうで

実施されているとお聞きしてます。これも増加して

いるとお聞きしてます。今後もＰＲ等をして実施し

ていきたいと、そのように考えております。以上で
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ございます。 

○分科会長（上田 伴子） よろしくお願いします。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 分科会を暫時休憩します。 

   午前１０時２５分 分科会休憩 

──────────────────── 

   午前１０時２５分 委員会再開 

○委員長（上田 伴子） 委員会を再開します。 

 次に、第１０８号議案、令和２年度豊岡市国民健

康保険事業特別会計（直診勘定）歳入歳出決算の認

定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 はい、どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、但東地域

の資母診療所管理運営費の決算状況についてご説

明いたします。 

 経営の概況については、別冊、令和２年度主要な

施策の成果を説明する書類の４５ページから５２

ページに記載しております。またご確認いただけた

らと思います。 

 １日の平均患者数は２２．８人となりまして、前

年度の２６．１人から３．３人減少しております。

これはインフルエンザの流行がなかったことや、新

型コロナウイルス感染症の影響によりまして、受診

控えがあったのかなというふうに考えております。 

 それでは、決算書の４５９ページをお願いします。

決算の総括です。歳入総額８，６１３万６，３７５

円、歳出総額７，８７１万６，０７９円、歳入歳出

差引き額７４２万２９６円です。 

 続いて、決算事項別明細書により、歳出で大きく

変動のあった点についてご説明いたします。４６７

ページをお願いします。備考欄の真ん中から少し下

に一般管理費があります。７６９万７，０８７円で

す。その中のその一つ下、報償金です。これについ

ては、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金

として、１人当たり５万円で５人分を支払っており

ます。そこから、６行下の修繕料、ここには新型コ

ロナウイルス感染症に対応した診療体制を整える

ため、換気扇とか、あと照明などの修繕が含まれて

おります。 

 次に、４６９ページをお願いします。備考欄の下

から５枠目、それの一番下になります。医療用備品

ですが、新型コロナウイルス感染症対策として、空

気清浄機などの購入をしております。医療用機械器

具費トータルでは、高額な医療用備品の更新がなか

ったため、前年度と比較して約４９０万円の減とな

っております。 

 歳出は以上です。 

 戻っていただきまして、４６５ページをお願いし

ます。備考欄の一番下、新型コロナウイルス感染症

対応従事者慰労金は、慰労金支払いに対する県から

の補助金満額になります。その上です、新型コロナ

ウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金は、新型

コロナウイルス感染症に対応した診療体制を整え

るための経費に対する県からの補助金ということ

で１００万円になります。 

 次に、５９０ページをお願いします。実質収支に

関する調書の、そのページの真ん中辺りです。国民

健康保険事業（直診勘定）になります。１、歳入総

額が８，６１３万６，０００円、２として、歳出総

額７，８７１万６，０００円で、歳入歳出差引き額

が７４２万円、５、実質収支額が７４２万円です。

説明は以上になります。 

○委員長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。ないですか。 

 では、質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり認定す

べきものと決定してご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。よ

って、第１０８号議案は、原案のとおり認定すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１１０号議案、令和２年度豊岡市介護保

険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議

題といたします。 
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 当局の説明を求めます。 

 定元課長。 

○高年介護課長（定元 秀之） 令和２年度豊岡市介

護保険事業特別会計歳入歳出決算についてご説明

いたします。 

 決算書の４８７ページをご覧ください。総括表で

す。歳入総額は１０３億２，５１７万９，８１４円、

歳出総額は９８億３，６４０万１，６１８円、歳入

歳出差引き額は４億８，８７７万８，１９６円とな

りました。差引き額は翌年度へ繰り越します。 

 それでは、別冊の令和２年度主要な施策の成果を

説明する書類により、事業の概要を説明をさせてい

ただきます。 

 ５０ページをご覧ください。概況の説明の前に、

介護保険事業特別会計の仕組みについてご説明い

たします。介護保険事業は、３か年を１期とした介

護保険事業計画に沿って運営しており、令和２年度

は第７期介護保険事業計画の最終年度に当たりま

した。事業計画では、３年間の各年度の保険給付費

等の見込額を決定し、この給付見込額を基に３年間

の第１号被保険者の介護保険料必要額についても

算出をしております。その算出した計画額をそのま

ま介護保険事業特別会計の当初予算額としており

ます。 

 それでは、概況から説明をさせていただきます。

第７期介護保険事業計画の最終年度となる令和２

年度の介護保険事業特別会計ですが、まず、歳入と

なる介護保険料は１８億４，３３５万４，０００円

を収納しました。収納率は、現年度分が９９．５％、

滞納繰越分が１３．６％、合計収納率が９８．４％

となり、前年度となる令和元年度の収納率は現年度

分が９９．５％、滞納繰越分が１１．４％、合計収

納率が９８．４％でしたので、前年度とほとんど変

わっておりません。 

 また、歳出額の８７％を占める保険給付費は８５

億４，０４５万９，０００円で、前年度比２．３％

の増となりました。しかし、第７期介護保険事業計

画では、令和２年度の保険給付費の計画額が９１億

１，９０１万１，０００円としており、計画額に対

する支出額は９３．７％となりました。計画額を下

回った理由としましては、通所介護、通所リハビリ

テーションの通所系のサービスの介護給付費の実

績額が計画額に比べ、それぞれ８４．７、７２．７％

と予測より少なかったこと、看護小規模多機能型居

宅介護及び特定施設入居者生活介護において、第７

期で計画していました事業所の整備が進まなかっ

たことなどが原因と上げられます。 

 また、高齢者が住み慣れた地域で、できる限り自

立して暮らし続けるため、介護予防や日常生活支援

に取り組む地域支援事業を平成１８年度から実施

しており、令和２年度では、合計で５億５，３６６

万３，０００円を支出しました。内訳はご覧のとお

りです。 

 では、５１ページ、２の実績表の一番左の列の介

護給付の枠をご覧ください。介護給付の枠の上から

６行及び７行下に記載をしております通所介護及

び通所リハビリテーションの２０２０年度の実績

額をご覧ください。２０２０年度は、２０１９年度

実績額と比較しても減少しており、その結果、計画

額と比較しますと、先ほど説明したとおり８４．７、

７２．７％と減少をしております。 

 また、上から１０行下の特定施設入居者生活介護、

また、下から９行上の看護小規模多機能型居宅介護

の２０２０年度の実績額は、事業所の整備が進まな

かったことなどで、計画値に比べますと８１．７、

４５．５％と、それぞれ大幅に減少しておりますが、

２０１９年度実績と比較しますと、特定施設入居者

生活介護で９．４％、看護小規模多機能型居宅介護

が３４．２％と増加をしております。 

 続いて、５２ページをご覧ください。一番上の表

の上段の枠が予防給付費、その下が高額介護サービ

ス費等で、表の真ん中に当たります合計欄が、５１

ページの介護給付と合わせた２０２０年度実績額

８５億４，０４５万９，０００円が保険給付費の総

額となります。 

 続いて、真ん中の表は保険料の内訳で、５０ペー

ジの当初で説明しましたとおりでありますので省

略をいたしますが、一番最後の行の減免額について
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説明をさせていただきます。２０２０年度の実績額

は、ご覧のとおり２９３万４，１６０円です。６月

の委員会でも説明しましたとおり、２０２０年度は

コロナ減免の方が多く、２９３万４，１６０円のう

ち、コロナ減免の方が４４件の２０９万７，６４４

円、それ以外の方が２件の２万６，５１６円であり

ました。 

 では、決算書において、特徴的な部分のみ説明を

させていただきます。 

 まず、歳出です。歳出においては、例年どおりの

事業を実施をいたしました。その中で、５０５ペー

ジをご覧ください。備考欄の上から２行下の老人福

祉計画・第８期介護保険事業計画策定業務２０６万

８，０００円は、令和３年度、今年度から令和５年

度の３年間の計画書を作成するため、委託業者を決

定し、人口、被保険者数、介護認定者数、介護サー

ビス水準等の将来推計を算定したり、会議での検討

資料を作成してもらい、地域の実情や特性を生かし

た計画を作成するための支援業務の費用となりま

した。 

 続きまして、５０６ページをご覧ください。表の

真ん中辺り、２款保険給付費の支出総額８５億４，

０４５万８，８８３円は、対前年度比２．３％と増

加しているものの、計画額と比較すると９３．７％

にとどまり、不用額は４億２，８５５万３，０００

円となりました。理由は先ほど説明をさせていただ

いたとおりであります。 

 続いて歳入です。歳入につきましても、例年と変

更はありませんが、４９３ページの備考欄、下から

３行目の調整交付金の特別調整交付金７２万６，０

００円、また、１ページめくっていただきまして、

４９５ページの備考欄、下から５行上の災害等臨時

特例補助金２２９万３，０００円の収入は、いずれ

も新型コロナウイルスの感染拡大により第１号被

保険者の介護保険料を減免したことによるもので

あります。 

 続きまして、実質収支に関する調書についてご説

明いたします。決算書の５９０ページをご覧くださ

い。介護保険事業の欄の区分５の実質収支額は、区

分３の歳入歳出差引き額と同じ４億８，８７７万８，

０００円です。 

 最後に、基金についてご説明をいたします。同じ

く決算書の６０９ページをご覧ください。下から４

行目の介護保険給付費準備基金ですが、決算年度末

残高は、前年度に比べ８，１１８万４，０００円増

の３億４，５９１万５，０００円です。説明は以上

です。 

○委員長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 はい、どうぞ。 

○委員（松井 正志） １つだけ。総論的なことで結

構で教えていただきたいんですけども、二、三日前、

敬老の日にちなんで、全人口の２９％が６５歳以上

だとか、６５歳以上の就業率が２５％ぐらいになっ

たっていうことがあるんですけども、これからもど

んどんお年寄りが増えていくという傾向があって、

増えても介護保険、介護の必要がなかったら影響な

いと思うんですけども、一般的にお年寄りが増える

ということと、それから、６５歳以上の方の就業率

が増えていって、要するに働かなければならない状

況になるっていうことは、介護保険にとってはどっ

ち向きに働くんですかね。財政的にいいほうに好転

していくのか。 

○委員長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○高年介護課長（定元 秀之） 今後も増えていくか

ということでありますが、先ほども言われたように、

介護保険を使われなかったら別にいいんですが、当

然増えてくると。支出がそれだけ増えるということ

は当然見込まれます。ただ、それに伴います、今度

は働かれるということになりますと、今度は収入が

増加するということになりますと、保険料は多分ど

う考えたって、歳出が増えますので、歳入が幾ら増

えたとしても、その分はやっぱり介護保険料は増加

すると思います。それが増加すると、当然今度逆に

所得が増えるということは、今まで例えば非課税の

方が課税になるだとか、そういうことが出てこない

のかなという感じをしますので、今１０段階であり

ますので、例えば今まで２段階の人が４段階になる
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だとか、３段階とか５段階になるだとかいうような

ことがあり得るということで、これは私の、４月に

変わったばかりで一概に言えないんですが、それか

ら考えたら、歳出はやはり歳入よりも多くなると。

かといって、今度は所得増えます。なれば、その分

だけ段階的に上がってしまうと、介護保険料としま

しては、その１人、それぞれによりますけど増えて

いくのではないのかなと、介護保険料全体が平均的

なものが下がるということは、まずあり得ないと思

いますので、増えてしまうのかなと思っております。

説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○委員（松井 正志） ということは、支出のほうは

ね、介護の状況によって変わるんだけども、収入が

確実に増えてくってことは、皆さん働いても楽には

ならないということも言えるんかなという気がす

るんですけど、そういうことは一概に言えませんか。 

○委員長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○高年介護課長（定元 秀之） はっきり言って、そ

こまでは私も分かりません。国がこういうものどれ

だけ補助等があるか分かりませんので、ただ、先ほ

ど言いましたように、純粋に考えますと、当然所得

が上がって平均的なものが変わらないと言えば、段

階が上がるということになれば、やはりその方につ

いて年間の介護保険料が増えるのかなというふう

に想像はします。説明は以上です。 

○委員（松井 正志） ありがとうございます。 

○委員長（上田 伴子） いいですか。 

 ほかにはないですか。 

 青山委員。 

○委員（青山 憲司） １点だけ教えてください。 

 介護保険の給付費準備基金なんですけど、国保の

基金なんかもよく保険料改定の際に取崩しなんか

があるんですけども、介護保険のこの基金の場合は

何か取崩しに関して何か基準とか、そういったもの

があるのか。その件について、ちょっと教えていた

だけますか。 

○委員長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○高年介護課長（定元 秀之） 基準というものはな

いと思います。先ほど言いましたように、１期３年

間の計画を立てるときに、全体の３年間の給付費を

見込みます。また、それに伴いまして、歳入のほう

の補助金だとかを見込み、それで引いたものの介護

保険料が一体どれぐらいになるかということであ

ります。それをまた出すときに、現在あります準備

基金をどれだけ取り崩すかと、それによって介護保

険料が変わってきますので、そのときに３年に１回

どれだけを取り崩すか、今現在ある基金についてあ

るかということで、計算をしていくというものであ

ります。ですので、国保は毎年毎年見ますが、それ

が、今度３年間に１回というものでありますので、

そのときに取崩しをどうするかということを考え

て、介護保険料を算出するというものです。説明は

以上です。 

○委員長（上田 伴子） よろしいか。 

○委員（青山 憲司） はい。分かりました。 

○委員長（上田 伴子） ほかにありませんか。 

 それでは質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり認定す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。よ

って、第１１０号議案は、原案のとおり認定すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１１１号議案、令和２年度豊岡市診療所

事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題

といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 はい、どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、市立診療

所の各管理運営費の決算状況についてご説明いた

します。 

 各診療所の経営の概況は、別冊の令和２年度主要

な施策の成果を説明する書類の５３ページから６

０ページに記載しておりますので、ご確認をお願い
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したいと思います。 

 中でも、休日急病診療所については、インフルエ

ンザの流行が抑えられたことが主な原因と考えて

いますけども、１日平均診療人数が、前年度２５人

だったのが、２０．３人減しまして、４．７人と大

きく減少しております。その他の診療所の１日平均

診療人数は、前年度と比較して、森本は１４．９か

ら１２．４の２．５人の減、神鍋は２３人から１８．

５人の４．５人の減、高橋は１５．３から１３．６

の１．７人の減となっています。但東歯科診療所に

ついては２０．３から２１．７ということで１．４

人増加となっております。 

 それでは、決算書で主な内容についてご説明いた

します。決算書の５２９ページをお願いします。決

算の総括ですが、歳入総額３億８９８万６，７９３

円、歳出総額２億７，１０６万７，９４９円、歳入

歳出差引き額は３，７９１万８，８４４円となって

おります。 

 次に、決算事項別明細書により、歳出から大きく

変動のあった点についてご説明いたします。５４７

ページをお願いします。備考欄の真ん中辺りになり

ます休日診療所の一般管理費、そのうちの報償金に

なります。先ほど資母のほうでも説明しましたが、

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金とし

て、１人当たり５万円ということで３人分を支払っ

ています。その枠の一番下、整備工事費ですが、院

内感染対策として、換気扇の増設、あと出入口を分

離する工事を行っています。そこから、３枠目の一

番下、事業用備品ですが、空気清浄機などを購入し

ております。 

 次に、５４９ページをお願いします。下から１１

行目になります森本診療所の一般管理費の報償金

ですが、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労

金になります。 

 次に、５５１ページをお願いします。上から９行

目になります整備工事費ですが、感染対策用のブー

スを増築しましたので、その工事費用になります。

そこから、３枠目の一番下、医療用備品の主なもの

については、小型分包機の更新をしてますので、そ

の費用になります。 

 次に、５５３ページをお願いします。真ん中より

少し下、神鍋診療所の一般管理費の報償金は、先ほ

どと同じように新型コロナウイルス感染症対応従

事者慰労金ということになります。 

 次に、５５５ページをお願いします。一番上にあ

ります整備工事費ですが、こちらも感染対策用のブ

ースを増築しましたので、その整備費用になります。

そこから、３枠目の一番下に医療用備品があります

が、これの主なものはデジタルエックス線画像診断

装置を更新した費用になります。 

 次に、５５７ページをお願いします。上から４行

目の報償金については、これも同じように、新型コ

ロナに対応する慰労金というふうになります。そこ

から、２２行下、全体の真ん中より少し下、事業用

備品ということで１８１万５，６４０円ありますが、

これは往診用の車両を購入した経費になります。 

 次に、５５９ページをお願いします。上から２行

目、医療用備品５５万６，０５０円ですが、これの

主なものは空気清浄機の購入費用になります。一番

下の枠の５行目の報償金ですが、これも但東歯科診

療所の新型コロナに対応する従事者の慰労金にな

ります。 

 次に、５６１ページをお願いします。上から４枠

目、医療用備品１５１万６，３５０円、これの主な

ものは、治療用のハンドピースの一式の購入費用に

なります。 

 歳出は以上です。 

 次に歳出ですが、戻っていただいて、５３０ペー

ジをお願いします。ここで、各診療所の収入に県支

出金とありますが、これの主なものは、新型コロナ

ウイルス感染症対応従事者慰労金と、あと新型コロ

ナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金、それか

ら、医療用備品の購入補助金ということで、県のほ

うから支出があります。各診療所の診療収入につい

ては、前年度と比較して、休日診療所が約１，３６

０万円の減、森本診療所が約４８０万円、神鍋診療

所が約６１０万円、高橋診療所が約３００万円、そ

れぞれ減少しています。主な要因としては、インフ
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ルエンザの流行が抑えられたことや、あと患者数と

か、受診控えなどが前年度については考えられます。

但東歯科診療所については、約３８万円の増となっ

ております。 

 次に、５９１ページをお願いします。実質収支に

関する調書です。そのページの１列目で、診療所事

業になります。１、歳入総額として３億８９８万７，

０００円、２の歳出総額は２億７，１０６万８，０

００円、３の歳入歳出差引き額が３，７９１万９，

０００円、５、実質収支額としては、同じく３，７

９１万９，０００円となります。説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） それでは、説明は終わりま

した。 

 質疑はありませんか。ないですか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり認定す

べきものと決定してご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。よ

って、第１１１号議案は、原案のとおり認定すべき

ものと決定しました。 

 以上で健康福祉部に係る審査を終了します。 

 健康福祉部の皆さんは退席していただいて結構

です。ご苦労さまでした。 

 それでは、暫時休憩します。 

 では、１１時５分に再開します。 

   午前１０時５５分 委員会休憩 

──────────────────── 

   午前１１時０５分 分科会再開 

○分科会長（上田 伴子） それでは、そろいました

ので、分科会を再開します。 

 それでは、第１０６号議案、令和２年度豊岡市一

般会計歳入歳出決算の認定について、市民生活部所

管分を議題といたします。 

 当局の説明は、組織順の課単位で一気に説明をお

願いします。 

 一般会計については、歳出、続いて所管に係る歳

入、財産調書の順で、また、特別会計については、

歳出、続いて所管に係る歳入、実質収支調書の順で

お願いします。 

 なお、審査時間に限りがありますので、所管事項

を逐一説明するのではなく、新規事業や平年と比較

して変化の著しい事業等を抜粋して説明願います。 

 説明に当たっては、資料のページ番号をお知らせ

ください。 

 発言の最初に、課名と名字をお願いします。 

 質疑は、説明が終わった後に一括して行います。 

 それでは、第１０６号議案、令和２年度豊岡市一

般会計歳入歳出決算の認定について、組織順に説明

願います。 

 はい、どうぞ。 

○市民課長（恵後原孝一） それでは、令和２年度一

般会計決算の市民課分につきまして、ご説明いたし

ます。 

 説明につきましては、先ほど委員長からありまし

たように、新たな事務事業、前年度や当初予算と大

きく変更になった事業等の特徴的なところについ

て説明をさせていただきます。 

 まず、歳出からです。１７３ページをお開きくだ

さい。備考欄の真ん中辺り、戸籍住民基本台帳事務

費４，１１６万９，５８４円ですけれども、主なも

のは、８行下のＯＡ機器の保守点検、２つ下の業務

委託料、その４つ下のＯＡ機器の借り上げ料で、い

ずれも戸籍総合システムと住基ネットシステムの

稼働運用に係るものでございます。１０行下です、

個人番号カード交付事業費の３，４８５万４００円

につきましては、マイナンバーカードの交付及び個

人番号通知カードの再交付に伴う関連事務の委任

に係る交付金で、地方公共団体情報システム機構、

通称Ｊ－ＬＩＳといいますけれども、こちらに支払

った費用でございます。前年度決算額より２，３６

７万６，０００円の大幅な増額となりました。増額

となった理由につきましては、国がマイナンバーカ

ードの取得促進を進める中、カード申請者に対しま

して、マイナポイントを付与する仕組みを取り組ん
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で開始しております。本市におきましても、交付体

制を整備し、給付推進に努めた結果、マイナンバー

カードを作成する市民が増えたことによります。２

０２０年度のマイナンバーカードの年間交付枚数

は、前年度の２，１７５枚を大きく上回る１万６０

枚を交付いたしました。このためＪ－ＬＩＳに支払

う費用が増えました。なお、この費用は全額国庫補

助対象です。 

 続きまして、１８３ページをご覧ください。備考

欄の一番下から５行目の国民健康保険事業特別会

計（事業勘定）の繰出金、これにつきましては、保

険基盤安定分、職員給与費、出産育児一時金等を一

般会計から国保特別会計へ繰り出したものです。 

 １９３ページをご覧ください。上から６行目の国

民年金事務費につきましては、国民年金の資格給付、

あと免除申請受付などの事務に係る経費でござい

ます。前年度に比べ１６万１，５６６円減少してお

りますが、主な理由は、新型コロナウイルスの感染

拡大防止の観点から、参集形式による会議のほうが

なくなったということで、出張旅費等が不要となっ

たことによります。 

 同じページの上から２枠目です。医療費助成事業

ですけれども、その備考欄、５行目の高齢期移行助

成事業費から下がっていきまして、重度障害者医療

費助成事業費、乳幼児等医療費助成事業費、母子家

庭等医療費助成事業費、１枚めくっていただきまし

て、続きの高齢重度障害者医療費助成事業費、こど

も医療費助成事業費の計６事業費がございます。助

成内容につきましては、前年度と変更はございませ

んけれども、これらの福祉医療費助成事業につきま

しては、全体で事業者数の減少がありまして、前年

度から支給件数は約２万１，０００件、助成金額の

ほうでは約４，４００万円のほうが減少がありまし

た。この減少は、主に乳幼児等医療とこども医療費

の助成事業によるもので、新型コロナウイルス感染

症の影響による医療の受診控えに加えまして、新型

コロナウイルス感染予防対策の３密回避やマスク

着用が、風邪やインフルエンザの罹患を激減させた

ためでございます。 

 それから、乳幼児等医療費助成事業費の９行目の

基幹システム改修業務ですけれども、こちらは子ど

もの貧困対策の取組の一つとして、本年７月から実

施しております非課税世帯のゼロ歳から中学３年

生までの子供の外来受診の医療費自己負担額を無

料とするためのシステム改修費でございます。 

 続きまして、２０７ページをご覧ください。上か

ら８行目、後期高齢者医療事業費負担金の９億１，

８３０万３，１９３円ですけれども、こちらは兵庫

県後期高齢者医療広域連合に負担金として支払う

もので、前年度より約３６８万円増加となっており

ます。これは、後期高齢者の被保険者数は減少して

はおりますけれども、被保険者１人当たりの医療費

の上昇によりまして、算定基礎となる医療費が増加

したためです。その６行下、後期高齢者医療事業特

別会計繰出金につきましては、後期高齢者医療事業

に係る事務費、保険基盤安定部分、職員給与費等を

特別会計のほうに繰り出したものでございます。 

 続きまして、２１７ページをご覧ください。真ん

中辺りの児童手当給付事業費の児童手当１１億４，

５８７万５，０００円の支給額は、前年度と比べて、

支給対象児童数が年間延べ３，４７１人減少したこ

とによりまして、手当額が４，１０２万５，０００

円の減少となりました。 

 続いて、２２７ページをご覧ください。真ん中ど

ころより少し下、子育て世帯への臨時特例給付金支

給事業費でございます。新型コロナウイルス感染症

の影響を受けた子育て世帯を支援することを目的

に新設された事業で、国庫補助１０分の１０です。

主な事務費としましては、郵送料と振込手数料及び

支給に係るシステム改修費用で、給付決定した児童

数１万７２人に対して給付を行いました。 

 歳出は以上です。 

 続いて、歳入です。３５ページをご覧ください。

備考欄の上から２行目、戸籍手数料から５行下のそ

の他手数料までの収入済額は前年度に比べて１２

１万１，５２０円の減となっております。人口減少

の影響に加えて様々な行政手続における住民票な

どの添付のほうが、マイナンバーによる情報連携に
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よりまして、不要になっておる状況からこのように

減少というふうになったと思われます。 

 続いて、３７ページをご覧ください。真ん中辺り

の児童手当負担金ですけれども、児童手当支給に係

る国庫負担分でございます。前年度に比べ児童手当

支給額が約４，１００万円減少したことによりまし

て、負担金も２，９３５万円減少いたしました。そ

の下の４１万７，０００円につきましては、前年度

分の精算に伴う国庫負担の追加交付でございます。 

 同じく３７ページの一番下の枠の３行目、社会保

障・税番号制度システム整備費補助金１，２１６万

７，０００円のうちの８９０万円は、戸籍システム

と住基システムの改修に係る国庫補助金でござい

ます。２行下の個人番号カード交付事務費補助金、

これにつきましては、マイナンバーカード作成等に

係るものでございます。その３行下、戸籍法一部改

正システム構築業務費補助金につきましては、戸籍

法改正に伴う戸籍システム改修費用の補助金でご

ざいます。その下の個人番号カード交付事務費補助

金と、その下のマイナポイント事業費補助金は、マ

イナンバーカード関連事務の人件費と事務経費に

伴う国からの補助金でございます。これらマイナン

バー関係の国庫補助割合は、いずれも１０分の１０

でございます。 

 次に、３９ページの中ほどの社会保障・税番号制

度システム整備費補助金は、児童手当業務における

マイナンバー情報連携体制整備に係るシステム改

修費用の国庫補助金です。 

 同じページの一番下、子育て世帯への臨時特例給

付金給付事業費補助金につきましては、当該事業に

係ります国からの補助金で、全額補助でございます。 

 次に、４５ページをご覧ください。真ん中辺りの

社会福祉費負担金の備考欄、上から２行目です。国

民健康保険基盤安定費負担金につきましては、被保

険者に対する国保税の負担緩和、財政基盤の安定及

び国保税の軽減対象となった被保険者数に応じて、

公費で財政支援する制度でございまして、県の負担

金でございます。 

 また、そこから５行下、後期高齢者医療保険基盤

安定費負担金につきましては、こちらは後期高齢者

医療保険料の軽減分に係る県負担金分でございま

す。 

 ４７ページをご覧ください。備考欄、上から１３

行目の高齢期移行助成事業費補助金から下がって

いきまして、子ども医療費助成事業の補助金までが

福祉医療費助成事業の県補助金分です。 

 次に、６３ページをご覧ください。繰入金でござ

います。備考欄の２つ目の枠、国民健康保険事業特

別会計繰入金、少し下の後期高齢者医療事業特別会

計繰入金は、いずれも前年度の精算に伴う特別会計

からの繰入金ですけれども、後者の後期高齢者医療

事業特別会計からの繰入金につきましては、高齢者

の保険事業と介護予防の一体化事業の補助金を加

えて繰り入れてございます。 

 続いて、６５ページをご覧ください。備考欄の真

ん中より少し下ですけれども、地域振興基金繰入金

４億５，６０４万円のうち、市民課分につきまして

は３，４７０万２，０００円で、これは福祉医療費

の乳幼児等医療及びこども医療費の市単独の上乗

せ助成分の財源として、地域振興基金から繰り入れ

たものでございます。このうちゼロ歳から小学３年

生までの乳幼児等医療への充当額は２，２５８万６

６２円で、小学校４年生から中学３年生までのこど

も医療への充当額につきましては１，２１２万４１

６円でした。 

 次に、雑入です。７９ページをご覧ください。備

考欄の真ん中どころ、第三者行為納付金につきまし

ては、交通事故で受傷して、福祉医療費を使われた

ため、加害者である第三者に求償をしたもので、３

件ございました。また、不当利得徴収金１５４万４，

１５９円のうち、１２万１，５２１円は福祉医療で

所得更正等により資格喪失等となりまして、誤って

受給したという形になってしまった方で、保険者間

の調整ができなかった該当者の方、１１名分につい

て返納を行っていただきました。 

 その４行下です。高齢重度障害者医療費返納金に

つきましては、現物給付分で、本来後期高齢者医療

の高額医療費で負担すべきものを、福祉医療費で負
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担していた分について、給付調整しまして、後期高

齢者医療広域連合のほうから、その相当額を返納さ

れるものでございます。 

 ８１ページをご覧ください。上から４行目、後期

高齢者医療広域連合療養給付費負担金納付返還金

です。こちらは、前年度の精算に伴う返還金でござ

います。真ん中辺りに記載の全但戸籍事務協議会精

算金、これにつきましては、当該協議会解散による

精算金でございます。 

 歳入については以上です。 

 最後に、財産に関する調書についてです。６０９

ページをご覧ください。市民課は基金のみでござい

ます。下から５行目、国民健康保険財政調整基金の

決算年度末現在高につきましては、５億３，３９７

万５，０００円でございます。 

 市民課は以上です。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） それでは、生活環境

課分を説明させていただきます。 

 まずは歳出です。１１７ページをご覧ください。

下の枠、人件費のうち環境審議会委員報酬１４万６，

４００円です。審議会委員１５名、４回の審議会開

催分です。 

 １１９ページをご覧ください。上から６行目、環

境政策推進事業費です。これにつきましては、昨年

度については、コウノトリ共生課が所管をしており

ましたが、本年度、地球温暖化防止対策推進室が生

活環境課に組織替えが行われたことによりまして、

決算についてはこちらのほうで説明させていただ

きます。道の駅「神鍋高原」に設置されている電気

自動車急速充電器の管理業務委託料として３６万

２，１８５円を支出しています。 

 その下の行です。ごみの減量・資源化対策事業費

ですが、このうち８行下の手数料１，５０６万６７

５円ですが、これはごみ袋販売店への販売手数料で

す。その下の行、業務委託料の指定ごみ袋等作成業

務は３，８８９万３，９６５円を委託料として支出

しています。その下の補助金ですが、補助金の項目

の一番下、資源ごみの集団回収促進費です。延べ５

８３団体に対しまして１，２８２万２，１１２円を

補助しております。 

 その下、太陽光発電システム導入補助事業費５９

６万６，２００円は、パネル、蓄電池合わせて５６

件の補助を行いました。先ほど同様、これにつきま

しても昨年度はコウノトリ共生課が所管をしてお

りました。 

 １２１ページをご覧ください。木質バイオマス導

入補助事業費３３０万１，０００円は、ペレットス

トーブ、まきストーブ合わせて１７件の補助を行い

ました。これも同様でございます。 

 次に、１４５ページをお願いします。上から１４

行目です。防犯対策事業費ですが、主なものとしま

しては、補助金のうち防犯灯整備費９６４万１，８

３５円は、区が設置している１，００８基の防犯灯

に対して補助をしております。１行飛ばして、その

下の防犯カメラ設置費です。５６万円ですが、これ

は防犯グループ等が設置した防犯カメラに対して、

県の随伴補助として７基分の補助を行っておりま

す。 

 ２３９ページをご覧ください。感染症対策事業費

です。 

 ２４１ページ、上から７行目、感染症予防力向上

事業費です。新型コロナウイルス感染症への対策と

して、市内の店舗等における感染症予防対策の向上

を促進することにより、市民の新型コロナウイルス

感染症への感染リスクを軽減することを目的とし

て補助金を支出しております。補助金総額８，７５

３万５，８００円のうち、生活環境課分として対応

した件数は１，４１３件、支出金額は６，４８７万

５，３００円です。 

 次に、２４１ページをお願いいたします。上から

４行目、環境衛生事業費です。その下、１３行目で

す。環境衛生施設整備事業費の補助金です。これに

つきましては、区が設置するごみステーションに対

して、設置費用の一部を補助金と支出しているもの

です。昨年につきましては、新型コロナの影響で区

の事業が行われなかったことにより、この際こうい

った衛生施設に事業を進めるということで行って
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おりまして、２６８万４，９５１円の補助をしてお

ります。 

 次に、２４５ページをお願いします。上の枠３行

目の斎場管理費です。業務委託料の火葬等業務につ

きましては、委託で行っております。１，７７１万

円です。少し下に補修工事費、枠の一番の下のとこ

ろですが、補修工事費とあります。火葬炉５０６万

円につきましては、火葬炉内の台車の耐火ブロック

の積替えなどの補修工事を行っております。 

 ２４９ページをお願いいたします。一番上のじん

かい処理事業費です。業務委託料ですが、ごみ収集

運搬業務１億９，９９９万５，９５０円につきまし

ては、計画収集の委託料です。市内を７地域に分け

て委託をしております。１行飛ばしまして、大型動

物死体処理業務４６２万円につきましては、鹿やイ

ノシシの大型動物の処理を委託している分です。１

７５頭分の処理費委託料です。 

 その２行下です。負担金ですが、北但行政事務組

合への負担金としまして２億１，９６０万６，４１

４円は、クリーンパーク北但等の運営の負担として

支出している分です。 

 その下の項目です。最終処分場の管理費です。４

行下の光熱水費につきましてですが、放流水を農業

集落排水施設へ放流しておりますので、上下水道料

金として７７８万６，８７１円を支出しております。 

 ２４５ページをお願いします。上から３行目です。

維持管理委託料です。運転管理を委託しております。

１，１２５万１，９００円です。 

 その下、業務委託料です。最終処分場内の遮水シ

ート等が劣化していないかを確認するため、遮水工

等検査支援業務並びに遮水工等検査業務合わせて

９４６万円を支出しています。 

 同じく旧清掃施設管理費です。２５１ページ、維

持管理委託料です。第２清掃センターと福住最終処

分場の運転管理を委託しております。４０７万１，

１００円です。同じページの３枠目のし尿処理費で

す。業務委託料でし尿の収集運搬業務を委託してい

る費用です。１，３９６万１，９７０円ですが、２，

５３９キロリットルの運搬を委託しております。 

 その下、負担金です。豊岡浄化センターに受入れ

をしていただいておりますので、下水道事業への負

担金で１，４６１万５，８０６円を支出しておりま

す。 

 続きまして、２８１ページをお願いします。上の

枠です。消費者行政推進事業費です。これにつきま

しては、消費生活センターを相談員３名体制で設置

しております。昨年度につきましては６１１件の相

談を受け付けました。また、講座等による啓発活動

に取り組んでいるところです。 

 歳出については以上です。 

 続きまして、歳入です。３１ページをお願いいた

します。中段下辺り、豊岡斎場の使用料２，１５３

万７，５００円につきましては、１，２０３件分の

使用料になります。 

 続きまして、３５ページをお願いいたします。手

数料ですが、中段辺り上から７枠目です。犬の登録

等手数料１８７万３，２５０円、新規登録と注射済

票の交付の手数料になります。 

 次の枠の２行目です。ごみ処理手数料につきまし

ては、家庭系廃棄物の手数料として１億３，６４６

万７，０００円、これは計画収集のごみ袋代として

収入しております。 

 その下、し尿処理手数料としましては、くみ取り

手数料、それから浄化槽汚泥の処理手数料として、

合計で２，８０８万５２８円の収入です。 

 次に、５１ページをお願いいたします。下から５

枠目です。金融広報活動事業市町交付金と地方消費

者行政推進・強化事業費補助金、これにつきまして

は、消費生活行政に対する県からの補助金になりま

す。 

 ６３ページをご覧ください。太陽光発電事業特別

会計繰入金です。太陽光発電事業の収支差益の一部

を一般会計に繰り入れ、環境政策に関わる事業に充

当しております。 

 ７１ページをお願いします。雑入です。下から１

４行目になります。委託料の５項目め、大型動物死

体の処理としまして４１１万８，４００円あります。

これは、国県道等の大型動物、鹿やイノシシの処理
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についての国や県からの委託料として受けており

ます。１７５台分の委託として受けております。 

 次に、７５ページをお願いします。下から１６行

目、事業負担金の豊岡最終処分場の負担金２，７３

７万６，０５２円は、北但行政事務組合から最終処

分場の管理経費分として負担いただいてる分です。

その２段下、汚泥処理負担金１，１３０万５，７２

７円につきましては、クリーンパーク北但へ下水の

汚泥を投入しておりますので、その下水道事業から

負担金を受けております。 

 ７７ページをご覧ください。中段辺り、１８行目

です。電動車両充電インフラ普及事業支援金４６万

３，６５０円は、道の駅「神鍋高原」に設置してい

る電気自動車急速充電器の必要経費の一部と使用

実績に応じて支援金を頂いております。 

 歳入については以上です。 

 続いて、財産に関する調書です。６０９ページを

お願いします。基金の状況です。下から９項目め、

暴力団対策基金につきましては、利息分の増という

ことで、年度末現在高は５９８万６４５円となって

います。下から２項目めです。太陽光発電事業基金

については、特別会計の収支決算差額分と利息分の

増ということで、年度末残高は８，２２７万４，８

８７円です。一番下、霊苑整備基金については、特

別会計の収支決算分の差額と利息分の増というこ

とで、年度末残高は４，３３８万２，１０８円です。 

 市民生活部の説明は以上です。 

○分科会長（上田 伴子） ほかはないですね。 

 それでは、説明は終わりました。 

 質疑、意見等はありませんか。 

 芹澤委員。 

○委員（芹澤 正志） すみません。先ほどのマイナ

ンバーカードって年間１万ほどだったんですけど、

累計は全部で。（「今までの分」と呼ぶ者あり）は

い。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○市民課長（恵後原孝一） 今までの交付済枚数につ

きましては、８月末で２万９，０８１枚交付してお

ります。この住基人口は３年の１月１日現在なんで

すけれども、これに対しましての率としては３６．

４％ということになっております。以上です。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

 芹澤委員。 

○委員（芹澤 正志） 年齢別というのは分かんない

ですか。 

○分科会長（上田 伴子） 恵後原課長。 

○市民課長（恵後原孝一） すみません。そこはちょ

っと承知しておりません。申し訳ないです。 

○分科会長（上田 伴子） よろしいですか。 

○委員（芹澤 正志） はい。 

○分科会長（上田 伴子） ほかはありませんか。 

 私、ちょっと２点ほどあるんですけれども、１２

１ページのまきストーブ、ペレットストーブのこと

があったんですけども、今これについては、市のほ

うとしてはどのような関わりをしておられるんで

しょうか。 

 ちょっと違うんかな。（「コウノトリ共生部」と

呼ぶ者あり）コウノトリ共生部になるんか。 

 生活環境課のほうともあれすると思うんですけ

ど、大体でいいんですけども、もう現状維持のまま

でいってるんか、どっか、お金としては増えて、昨

年度より増えていってるんか、すみません。 

 はい、どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） 現時点としましては、

市のペレット工場はもう閉鎖してしまいましたの

で、市販されているペレットを使って、市民の皆様

にはペレットストーブで、木質のバイオマスを使用

することで、これも温暖化防止の効果、オフセット

ですね、出すと出さないの二酸化炭素の関係のこと

でございますので、そのことで推進はしていく予定

ですし、件数としては、ここ数年、同じぐらいの額

を、件数を支出しております。先ほど申し上げまし

た３３０万円ほどをここ数年、ちょっと私、今、４

年ぐらいのデータしか持ち合わせてませんが、それ

ぐらい出させていただいてます。どちらかというと、

まきがちょっと増えているような傾向があります

ので、これについては、引き続き補助金ということ

で支出していきたいなというふうに考えてますし、
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この財源につきましては、先ほど申し上げました太

陽光発電の特別会計のほうからも繰入金で賄って

おりますので、一般会計のほうの一般財源のほうに

は影響ないというふうに考えてます。以上です。 

○分科会長（上田 伴子） ありがとうございます。 

 すみません、もう１点、２８１ページの消費生活

相談のほうですけれども、これについては、件数と

しては、ごめんなさい、再度、質問になると思いま

すけれども、昨年よりも増えたということでしたか。 

 はい、どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） すみません、件数は

増えております、７４件、２０１９年度の実績は５

３７件、昨年が６１１件です。それの増えた要因と

しましては、新型コロナの関係でのそういった相談

が増えたというふうなことで認識をしております。

以上です。 

○分科会長（上田 伴子） 分かりました。 

 それで、その生活相談のほうで、そういう支援に、

じゃあ、結びつくようなことも相談の中でアドバイ

スしてらっしゃるということなんですね。 

 はい、どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） そのとおりでござい

ます。特に最近、学校が休みだったりだとか、そう

いったことの関係で、子供たちがスマホを使う、そ

のことで予想してない請求が来るだとか、それから、

１回目５００円、その後、定期購読が続くというよ

うな、そういった相談がありまして、そういったも

のを適切にうちの相談員のほうがアドバイス、それ

から業者との対応等を行っているところです。以上

です。 

○分科会長（上田 伴子） コロナで本当にそういう

ことが、学校の子供たちへの影響もそんなにあると

いうことなので、適宜対応していってあげてほしい

と思います。以上です。 

 ほかはないですか。 

○委員（芦田 竹彦） ちょっとほんなら、すみませ

ん。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○委員（芦田 竹彦） 教えてください。３７ページ

だったですか、昨年、特別定額給付金ということが

ありまして、１人１０万円ということがありました。

８０億６，０００万円ぐらい予算取られてるんです

けども、最終的にこれ、辞退された方もあると思う

ので、給付率って掌握されてますか、ちょっと教え

てください。それが１点と。 

 それから、２４１ページの区のごみステーション

で２６８万円、予算ありますけども、これ、何か所

ですか。予算は、ごみステーションは何か所された

かということを、この２点を教えてください。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） ごみステーションで

すが、３２区で５５基です。 

○委員（芦田 竹彦） ３２区の５５基だ。 

○生活環境課長（成田 和博） はい、５万円上限、

２分の１の５万円上限です。３２区の５５基です。

以上です。 

○分科会長（上田 伴子） もう１個何か質問あった

ような。 

○委員（芦田 竹彦） 定額給付金の、分かりますか、

もう去年の話なんだけど。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○市民生活部長（谷岡 慎一） 特別定額給付金は、

市民生活部の所管ではなくて、総務部の所管となっ

ております。 

○委員（芦田 竹彦） ああ、総務部、ああ、そうや

ね。はい、結構です。 

○分科会長（上田 伴子） よろしいですか。 

 ほかはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） それでは、質疑を打ち切

ります。 

 分科会を暫時休憩します。 

   午前１１時４１分 分科会休憩 

──────────────────── 

   午前１１時４１分 委員会再開 

○委員長（上田 伴子） では、委員会を再開します。 

 次に、第１０７号議案、令和２年度豊岡市国民健

康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算の認
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定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 どうぞ、恵後原課長。 

○市民課長（恵後原孝一） 説明に入ります前に、す

みません、議員の皆様には、決算附属資料の令和２

年度主要な施策の成果を説明する書類の国保事業

特別会計と後期高齢者医療の特別会計のほうで、確

認不足のほうから差し替えのほう、あと訂正のほう

で、大変ご迷惑をおかけいたしました。大変申し訳

ございませんでした。 

 それでは、第１０７号議案、令和２年度豊岡市国

民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算

の認定についてご説明をいたします。 

 決算書の４２９ページをご覧ください。総括表で

す。歳入総額は８６億４，３５８万３，７２１円、

歳出総額は８５億２，６６３万３，４９０円、歳入

歳出差引き額は１億１，６９５万２３１円となりま

した。この残額は翌年度へ繰り越しいたします。 

 残額が生じた主な理由といたしましては、歳入の

ほうでは、国民健康保険税の税率算定時の予定収納

率よりも実際の収納率のほうが約２ポイント高か

ったことによる収入増があったことでございます。 

 それから、保険給付費の交付金のうち、令和３年

２月診療分に係る普通交付金の概算交付額と確定

額、そちらのほうに差額がありまして、剰余金が発

生しております。 

 また、歳出側のほうでは、保険給付費と保険事業

費の歳出のほうで減少がございました。それぞれ不

用額としては、２億８，１０７万５，０００円と２，

０２４万８，０００円でございます。 

 それから、予備費のほう、２，０００万円ありま

すが、こちらも未執行等ということで、これらによ

るものでございます。 

 それでは、令和２年度主要な施策の成果を説明す

る書類によりまして、事業概要についてご説明をい

たします。 

 ４２ページのほうをお願いいたします。まず、概

況です。令和２年度国民健康保険事業は、国民健康

保険運営協議会のほうから答申をいただきました

基本方針に基づきまして事業を運営してきました。

令和２年度の平均被保険者数は１万８，０５５人で、

前年度から５７５人の減少でございます。率にして、

対前年度比３．１％の減少となっております。被保

険者の年齢構成では、人口推移と同様に高齢化のほ

うが進んでおります。療養給付費と療養費を合算し

た医療費総額は６７億４１９万７，０００円で、対

前年度比４．５％の減少、保険者負担額につきまし

ては４９億２，８１５万４，０００円で、対前年度

比４．１％の減少となりました。また、被保険者１

人当たりの医療費総額は３７万１，３２１円で、前

年度実績に対しまして１．５％の減となり、同じく

１人当たりの保険者負担額は２７万２，９５２円で

１．１％の減となりました。近年の運営状況を見ま

すと、被保険者数は減少し、１人当たりの医療費は、

医療の高度化によりまして漸増傾向にございます。

しかしながら、令和２年度につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症の影響による受診控えがあり

まして、また、この感染予防対策が奏功して、イン

フルエンザの罹患も少なかったことから、１人当た

りの医療件数、医療費ともに減少いたしました。 

 歳出の主なものは、県へ支払う国民健康保険事業

納付金が２４億３，１８３万８，０００円で、３．

４％の増となりました。また、平成２０年度から実

施しています特定健康診査につきましては、例年ど

おり計画に沿って、すこやか市民健診の集団健診や

登録医療機関での個別健診を実施し、その結果を基

に特定保健指導も実施をいたしております。また、

先進医薬品よりも比較的安価な後発医薬品、いわゆ

るジェネリック医薬品のほうですけれども、こちら

の利用差額通知を、削減効果の大きいほうから上位

８００名を選出して、対象者を選出して、年２回実

施しております。普及促進に努めましたということ

で、普及率は徐々にですが上昇しております。 

 次の４３ページをご覧ください。実績の収支状況

です。２０１９年度、２０２０年度の国保会計決算

額の収支状況を記載しております。２０２０年度の

歳入の決算額の合計は８６億４，３５８万４，００

０円で、前年度に比べ２億７，７００万７，０００



 25

円の減少となっております。歳出の決算額の合計は

８５億２，６６３万４，０００円で、前年度に比べ

２億９，４３６万円減少しております。一番下の歳

入歳出差引きです。こちらにつきましては１億１，

６９５万円となりまして、昨年度に比べ１，７３５

万３，０００円の増となっております。 

 続きまして、４４ページをご覧ください。保険給

付費等の一般状況について説明いたします。２０２

０年度、この上から４行目でございます。保険給付

費の医療費総額の受診件数は２７万７，６６６件と、

前年度比７．３％の減ですけれども、費用額は、そ

の下、６７億４１９万７，０００円と、対前年度で

４．５％の減少です。１件当たりの医療費が約７０

０円高くなっている状況でございます。また、高額

療養費につきましては、該当件数が１万２，４３３

件で、費用額が７億８，５３７万２，０００円とな

り、前年度に比べ、件数、費用額ともに同率で０．

９％の減少となっております。よりまして、限度額

を超えた被保険者の１人当たりの医療費に変化は

ございませんで、一定数の方が長期療養等をされて

いるのではないかという状況がうかがわれます。次

の出産育児一時金と葬祭費につきましては、増加と

なりました。次の結核医療付加金は、令和元年度中

に診療のほうを終了されたため、該当者がありませ

んでした。傷病手当金の支給につきましては、新型

コロナウイルス感染症によるホテル療養期間が無

給であるとのことから申請受給された方が１人ご

ざいます。下の行の国保税現年度分について、収納

率は、医療費分が９５．９％、後期高齢者支援金分

が９５．７％、介護分が９３．４％で、現年度分合

計では９５．６％となり、前年度の合計が９４．７％

でしたので、前年度に比べ０．９ポイント上昇して

ございます。 

 歳入歳出の決算事項別明細につきましては、決算

書の４３４ページから４５７ページのほうに記載

してございますので、ご清覧ください。 

 続きまして、決算書の５９０ページをご覧くださ

い。実質収支に関する調書についてご説明いたしま

す。左から２列目の特別会計の国民健康保険事業

（事業勘定）でございます。歳入総額は８６億４，

３５８万４，０００円、歳出総額は８５億２，６６

３万４，０００円、実質収支額は１億１，６９５万

円の黒字というふうになってございます。 

 説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 質疑を打ち切ります。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり認定す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。よ

って、第１０７号議案は、原案のとおり認定すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１０９号議案、令和２年度豊岡市後期高

齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 恵後原課長。 

○市民課長（恵後原孝一） それでは、第１０９号議

案、令和２年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてご説明いたします。 

 決算書の４７３ページをご覧ください。総括表で

ございます。歳入総額は１３億１，７４８万１，４

５６円、歳出総額は１２億８，９０１万６，５９７

円で、歳入歳出差引き額は２，８４６万４，８５９

円となりました。この残額は翌年度へ繰り越しいた

します。 

 それでは、事業の概要につきましては、令和２年

度主要な施策の成果を説明する書類でご説明いた

します。４８ページをご覧ください。１の概況です。

平成２０年度から始まりました後期高齢者医療事

業は、兵庫県後期高齢者医療広域連合と連携をして

実施しております。令和２年度末の被保険者数は１

万４，３６１人で、前年度末から２５９人減少しま
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した。７５歳の到達による資格取得などの資格申請

や負担限度額以上に支払った場合の高額療養費の

申請など、各種申請書の受付状況は、資格関係のほ

うでは２，４３２件、給付関係では３，８９９件で、

被保険者数の減少に伴って、いずれの申請件数も減

少しております。次に、保険料の徴収につきまして

は、現年度分の収納率は、特別徴収が１００％、普

通徴収が９９．４％で、収入未済額は１０７万４，

０００円となりました。また、滞納繰越分につきま

して、催告書を年４回送付するとともに、短期証更

新時に納付相談を行いまして、滞納解消に努めた結

果、収納率で５０．１％、収入未済額は１６３万３，

０００円となりました。 

 次に、４９ページをご覧ください。２の実績です。

まず、（１）の収支状況につきまして、表の決算額

の２０２０年度の欄でご説明いたします。歳入の主

なものですが、保険料は９億５，２１１万６，００

０円で、前年度に比べ６，２９３万５，０００円増

加しました。３行目の繰入金３億２，８４０万６，

０００円につきましては、事務費繰入金、保険の基

盤安定繰入金及び職員給与費等繰入金でございま

す。このうちの保険基盤安定繰入金につきましては、

保険料軽減分で、県が４分の３、市が４分の１を負

担しますが、県負担分を一般会計で一旦は歳入いた

しまして、市負担分と合わせて、後期高齢の特別会

計のほうに繰り出ししております。諸収入の主なも

のにつきましては、高齢者の保険事業と介護予防の

一体化事業費補助金８０３万７，５３２円は、高齢

者の保険事業と介護予防の一体化事業の補助金と

して、兵庫県後期高齢者医療広域連合のほうから入

金されたものでございます。国庫支出金は、高齢者

医療制度円滑運営事業費の補助金で、税制改正に伴

うシステム改修費に係る国庫補助金でございます。 

 次に、歳出の主なものですが、総務費につきまし

ては、人件費、一般管理費及び徴収事務費でござい

ます。その下の後期高齢者医療広域連合納付金につ

きましては、徴収した保険料や保険基盤安定繰入金

を広域連合のほうに納付するものです。４行目の諸

支出金につきましては、過年度分保険料の過誤収納

金還付金と、令和元年度決算確定によります一般会

計繰出金等でございます。この結果によりまして、

歳入歳出差引き２，８４６万５，０００円を繰り越

すこととなります。この金額内訳については、決算

確定による一般会計繰入金の精算分と出納閉鎖期

間中のほうに収納いたしました保険料でして、保険

料につきましては、令和３年度に広域連合に納付す

ることとなります。 

 歳入歳出の決算事項別明細につきましては、歳入

歳出決算書の４７６ページから４８５ページのほ

うに記載してありますので、ご清覧ください。 

 続きまして、決算書の５９０ページをご覧くださ

い。実質収支に関する調書についてご説明いたしま

す。左から４列目の特別会計の後期高齢者医療事業

でございます。歳入総額は１３億１，７４８万１，

０００円、歳出総額は１２億８，９０１万６，００

０円、実質収支額は２，８４６万５，０００円の黒

字となっております。 

 説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 質疑を打ち切ります。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり認定す

べきものと決定してご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。よ

って、第１０９号議案は、原案のとおり認定すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１１２（「やっちゃう」と呼ぶ者あり）

どうしよう。（「あと３件」と呼ぶ者あり）あと、

どうしますか、あと３つありますけど、霊苑と太陽

光と専決、いいですか、やっちゃいますか。（「や

っちゃいましょう」と呼ぶ者あり）はい、じゃあ、

しちゃいますね。 

 次に、第１１２号議案、令和２年度豊岡市霊苑事

業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題と
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いたします。 

 当局の説明を求めます。 

 はい、どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） それでは、令和２年

度豊岡市霊苑事業特別会計歳入歳出決算について

ご説明いたします。 

 決算書の５６３ページをご覧ください。歳入総額

は１，８４９万２，８７６円、歳出総額は１，５０

４万４，８２５円、歳入歳出差引き額は３４４万８，

０５１円で、令和３年度への繰越額となります。 

 事業の概要を説明いたします。別冊の主要な施策

の成果を説明する書類をご覧ください。６１ページ

をお願いいたします。まず、西霊苑です。総区画数

１，３１１区画のうち、未使用区画数は、令和元年

度末には５９区画でした。令和２年度に１０区画の

返還があり、新規に４区画の使用許可をいたしまし

たので、６５区画が次年度への繰越数となりました。

次に、東霊苑です。第１期工事分、３２３区画のう

ち、未使用区画数は、令和元年度末には１９１区画

でしたが、令和２年度は１区画の返還と、新規に２

区画の使用許可を行いましたので、１９０区画が次

年度への繰越数となっております。主な工事、事業

概要といたしましては、霊苑の整備、保全に要する

資金の確保を目的に設置した霊苑整備基金に１，０

２１万９，９８９円を積み立てました。工事の内容

としましては、６２ページですが、西霊苑でトイレ

手洗い器漏水等、墓地区画境界、苑路、側溝等の補

修、修繕を行い、東霊園では、トイレの窓と手洗い

器給水管の漏水修理を実施しております。 

 歳入歳出決算事項別明細につきましては、決算書

５６６ページから５７１ページに記載しておりま

すので、ご清覧いただきますようにお願いいたしま

す。 

 続いて、実質収支に関する調書でございます。５

９１ページをお願いいたします。左から２列目です。

霊苑事業の特別会計です。３４４万８，０００円の

黒字となっております。 

 説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。（「いいですか」と呼ぶ者

あり） 

 はい、どうぞ。 

○委員（上田 倫久） 霊苑ですけども、自分が高屋

なので、西霊苑のとこなんですけども、この２日間

で東霊苑のほうも見てきたんです、両方ね。今後、

トイレはちょっと水洗ではなくて、ため込み式にな

ったりもしとったりはして、今後どないするんかな

いう、ちょっと気があったんだけども、この東霊苑

ですね、今後の見込みというか、それと課題という

か、それをどういうふうにちょっと考えておられる

のか、お願いしたいと思います。 

○委員長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） 実は、この週末、金、

土、日と、霊苑の現地見学会を行っております。例

年になく、たくさんの見学の方がおられまして、反

応もよかったというふうに聞いております。ただ、

これについては、全国的な終活というんでしょうか、

墓じまいみたいな傾向がある中で、やはり西霊苑の

返還が多いような状況がございます。どうしてもま

ち内の方といいますか、市街地の方については、西

霊苑を希望される傾向がありまして、空いてるとこ

ろを直接、見学会じゃなくても、直接見に行かれた

りだとか、そういったことの中で、こちらのほうに

問い合わせて、空いてるところを購入されるという

ようなことがあるんですけども、東霊苑についても、

最近は問合せも多くなってきてます。ただ、積極的

に霊苑ありますんでみたいなことの、営業じゃない

ですけども、啓発ができてないような状況にもある

ので、例えばハウスメーカーあたりとちょっと連携

をしてみるとか、皆さん、おうちは建てられるんで

すけれども、おうちを建てた瞬間にお墓も要る方も

いらっしゃるというようなことも、我々認識がある

んで、そういったことをハウスメーカーさんのほう

にもちょっとお話をさせていただく中で、おうちを

建てるタイミングでお墓も確保するというような

ことをしてみてはどうかというようなことは課の

中で協議をしたりはしてます。ただ、これについて

は本当に、東霊苑でも、買ってすぐに返されるとい
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うようなケースもあったりしてますんで、まあ、

我々としたら、やっぱり事前にしっかりとおうちの

ほうでご相談された中で、こちらのほうに問合せを

いただいて、ご案内するというようなことをさせて

いただきたいというふうに考えてます。以上です。 

○委員（上田 倫久） いいです、結構です。 

○委員長（上田 伴子） いいですか。 

○委員（上田 倫久） いいです。 

○委員長（上田 伴子） ほかはないですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり認定す

べきものと決定してご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。よ

って、第１１２号議案は、原案のとおり認定すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１１４号議案、令和２年度豊岡市太陽光

発電事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを

議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 はい、どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） それでは、令和２年

度豊岡市太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算に

ついてご説明いたします。 

 決算書の５８１ページをご覧ください。歳入総額

は１億１，６６２万６，２５５円、歳出総額は１億

３３７万８，４２４円、歳入歳出差引き額は１，３

２４万７，８３１円で、令和３年度への繰越額とな

っております。 

 最初に、歳出について説明いたします。５８７ペ

ージをお開きください。中段下辺りの基金積立金は、

将来の大規模修繕と運営を終えた施設の撤去に備

えて積み立てているものです。その下から５８９ペ

ージにわたって記載の山宮、但馬空港、竹貫、３施

設に係る施設管理費については、山宮と竹貫は、施

設が市所有物件です。山宮分の維持管理委託料５６

４万６，４６４円、竹貫分３９５万６，９８４円を

それぞれ支払っております。但馬空港については、

リース物件のため、太陽光発電設備借り上げ料１，

９６３万５，０８４円を支払っています。 

 ５８９ページ、中段の一般会計繰出金４，８３８

万９，０００円については、山宮と竹貫の差益を利

用して、市の環境政策の財源として活用するもので

す。一般会計のほうに繰り出しをしております。 

 なお、事業の概要についてですが、別冊の主要な

施策の成果を説明する書類、６４ページに、各発電

設備の概要、実績を記載していますので、ご清覧く

ださい。 

 続いて、実質収支に関する調書です。５９１ペー

ジをご覧ください。左から４列目、太陽光発電事業

についてですが、１，３２４万８，０００円の黒字

となっております。 

 説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 松井委員。 

○委員（松井 正志） 太陽光、山宮ができてから七、

八年になるんですし、当初の、想定では２０年は使

うという前提でやってきてるんですけども、そもそ

も２０年は可能かどうか。要するに、最近の、直近

のメンテナンスのやり方を含めて、どういうふうな

管理をされて、担当課としては、今、２０年はもつ

だろうというふうなことが想定、想定というか、予

定をしとるのかどうか、そのあたりについてご説明

いただけますか。 

○委員長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） 今、松井委員のお尋

ねの件についてなんですけども、そういったことも

含めて、毎月の保守点検を行ってます。ですんで、

どうしてもパネルについては発電効率が下がって

くるという前提で、収支の計算も当初行われていま

したし、２０年というのはあくまでも目安でして、

それ以降も、今言いましたメンテ費用以上に売電収

入があるようでしたら、２０年たっても発電所とし
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てはそのまま設置といいますか、維持していく中で、

財源のほうを市のほうに入れていくというような

ことで、担当課としては向かいたいというふうに考

えてます。 

○委員（松井 正志） もう一つ。 

○委員長（上田 伴子） 松井委員。 

○委員（松井 正志） もう一つですが、最終的に使

用できなくなったときの処分の考え方って、当初の

ときにも何か議論したような気がするんですけど

も、なかなか処分先が非常に難しいということもあ

ったんですけども、現状ではどんな形で処分できる

ような見通しになっていますか。 

○委員長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） その処分先のところ

までちょっと詳しくは分かりませんが、そういった

ものを見越して、基金のほうには撤去費用を積み立

てているというようなことで聞いてますので、多分

これから、そういったパネルだとか、そういったも

のの処理についても、技術革新が行われる中で有効

に、効率的に処理がされていくもんだというふうに

考えてますので、今のところは、基金に積み立てて

るものの中で撤去費用は見ているというようなと

ころです。以上です。 

○委員（松井 正志） はい、分かりました。 

○委員長（上田 伴子） いいですか。 

 ほかはないですか。 

○委員（上田 倫久） 別のことで。 

○委員長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○委員（上田 倫久） ちょっと関連して、そこの売

電、そのお金ですね、それはどないなっとるんかな。 

○委員長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） すみません、ちょっ

と言葉足らずでした。歳入では、太陽光発電事業の

歳入については、ほとんどが売電収入、あとは前年

度繰越金とその基金積立てに係る利息が入ってき

てる分です。それでいきますと、電力売払い収入で

いきますと、山宮、但馬空港、竹貫の３発電所で１

億１，００６万９，２５９円が売電収入として昨年

度は収入を得ております。大体１億円強ぐらいが、

毎年売電収入として入ってきているような状況で

す。以上です。 

○委員長（上田 伴子） いいですか。 

○委員（上田 倫久） はい。 

○委員長（上田 伴子） ほかはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） では、質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり認定す

べきものと決定してご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。よ

って、第１１４号議案は、原案のとおり認定すべき

ものと決定しました。 

 次に、報告第１８号、専決処分したものの報告に

ついて、専決第１５号、損害賠償の額を定めること

についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 はい、どうぞ。 

○但東振興局市民福祉課長（柏木 敏高） 報告第１

８号、専決処分したものの報告についてご説明いた

します。 

定例会開会日の市長追加提出議案、令和３年９月

３日の３ページをご覧ください。本件は、市長に委

任する専決処分事項の指定についての規定により、

専決処分をいたしましたので、地方自治法の規定に

より報告するものでございます。 

 ５ページをご覧ください。専決第１５号、損害賠

償の額を定めることについてをご説明いたします。 

 本件は、公用車の交通事故による物損事故で、令

和３年８月１８日午後４時３０分頃、豊岡市但東町

出合市場地内の国道４２６号において発生したも

のでございます。本年８月３０日付で専決処分を行

いまして、損害賠償額は９万９，０００円で、相手

方及び事故の概要につきましては記載のとおりで

ございます。 

 今回の事故は、運転者の運転操作誤りにより発生
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したものでございまして、安全運転意識が不十分だ

ったことによる事故でございます。今後は、安全運

転意識の向上を図り、安全運転への徹底と事故の再

発防止に取り組んでまいります。このたびは誠に申

し訳ございませんでした。 

○委員長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 はい、どうぞ。 

○委員（松井 正志） 今提出されてる図面を見てる

んですけども、ほぼ直線のようなところに感じるん

ですけども、その先がカーブがあるんですけども、

事故というんか、ぶつかっておられるところは直線

のところなんですけども、事故の原因というのは脇

見運転とか、そういうことですかね。 

○委員長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○但東振興局市民福祉課長（柏木 敏高） 若干、合

橋小学校から少しちょっと左側に行っております

が、まあ、おおむね直線ということでございます。

運転者の体調の影響もあったと考えられますけれ

ども、いずれにいたしましても、安全運転に対する

意識が不十分であったということは否めないとこ

ろでございます。引き続き交通ルールの遵守、運転

マナーの徹底を図り、安全運転に向けた意識の向上

に努めてまいりたいというふうに思っております。 

○委員長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○委員（松井 正志） ちょっと言葉が何か濁してお

られる、体調が悪かったということですか、直線の

ところでかなり左に寄ってぶつかられるというよ

うな状況なので、何かこう特別な理由があったのか

ということなんですけども。 

○委員長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○但東振興局市民福祉課長（柏木 敏高） 実は、８

月１８日は、前日、大雨警戒というようなことで避

難所の開設がございまして、避難所開設に従事して、

まあ、一晩従事しておったということでございます。

以上でございます。 

○委員（松井 正志） 避難所開設に従事しとった。

（「お疲れだった」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上田 伴子） 私、すみません、このスノ

ーポールっていうのは９万９，０００円も、すごい

高額だなと思うんですけど、そんなに高いものなん

ですか。 

 はい、どうぞ。 

○但東振興局市民福祉課長（柏木 敏高） スノーポ

ールそのものにつきましては、県を通じて、委託業

者から見積りをいただいておりますけれども１万

１，０００円弱ぐらいでございます。ただ、運賃で

ありますとか入れましても、スノーポールとしまし

ては１万４，０００円弱ぐらいでございますけれど

も、ただ、使用許可申請でありますとか、交通安全

対策費、それから、やはり警備会社の経費というよ

うなことで、その分が加わってまいりまして少し高

くなって９万９，０００円ということになってござ

います。 

○委員長（上田 伴子） スノーポールの単価は１万

１，０００円ぐらいだけども、そのほかに付随する

金額によって９万９，０００円という高額になると

いうことだという説明だったんですけども、９万９，

０００円の内訳みたいなものは分からないんです

か。 

 はい、どうぞ。 

○但東振興局市民福祉課長（柏木 敏高） スノーポ

ールの本体といたしましては、見積りでございます

けども１万６７０円ということになっております、

定価が１万１，０００円ということのようでござい

ます。それから運賃、それから設置費の副資材費と

いうふうなことで、これが５，０００円というふう

になっております。それから、これが材料費という

ことで、あと設置工事ということで、これが１万２，

０００円ということになっておるようでございま

す。そして、その他、先ほどちょっとご説明させて

いただきましたけれども、運搬の交通費であります

とか、許可申請を合わせますと５万５，０００円ぐ

らいになりますので、遠方からの運賃というような

こともありまして、この分が付け加わってまいりま

すので、６７７円の値引きもあって９万９，０００

円ということになってございます。 

○委員長（上田 伴子） 何かスノーポール自体の値
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段が１万１，０００円ぐらいやのにから、それに付

随する金額がすごい大きいということにちょっと

驚いたわけですけども、まあ、それはどうしようも

ない、向こうから請求が来てるんでどうしようもな

いのかなと思います。 

 ほかはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 特に質疑がなければ、報告第１８号、専決第１５

号は、了承すべきことと決定してご異議はありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） それでは、了承すべきこと

に決定しました。 

 以上で市民生活部、各振興局に係る審査を終了い

たします。 

 市民生活部、各振興局の皆さんは退席していただ

いて結構です。ご苦労さまでした。 

 委員の皆さん、ご苦労さまでした。 

 暫時休憩します。再開は１時２０分。 

午後０時１９分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後１時１９分 分科会再開 

○分科会長（上田 伴子） それでは、おそろいにな

りましたので、分科会を再開します。 

 それでは、第１０６号議案、令和２年度豊岡市一

般会計歳入歳出決算の認定について、地域コミュニ

ティ振興部所管分を議題といたします。 

 当局の説明は、組織順の課単位で一気に説明をお

願いします。 

 一般会計については、歳出、続いて所管に係る歳

入、財産調書の順でお願いします。 

 なお、審査時間に限りがありますので、所管事項

を逐一説明するのではなく、新規事業や平年と比較

して変化の著しい事業等を抜粋して説明願います。 

 説明に当たっては、資料のページ番号をお知らせ

ください。発言の最初に課名と名字をお願いします。 

 質疑は、説明が終わった後に一括して行います。 

 それでは、第１０６号議案、令和２年度豊岡市一

般会計歳入歳出決算の認定について、組織順に説明

願います。 

 はい、どうぞ。 

○生涯学習課長（大岸 和義） 生涯学習課が所管す

る事業は多数ございますが、私のほうからは、生涯

学習サロン以外の部分について、主なものについて

説明をさせていただきたいと思っています。 

 それでは、資料１５１ページをご覧ください。下

から１０行目でございます。子どもたちが豊岡で世

界と出会う音楽祭開催事業費について説明いたし

ます。２０２０年の音楽祭は、新型コロナ感染拡大

の影響によりまして、６月の演奏会は中止となりま

したが、９月から１２月には、感染拡大防止に配慮

しつつ、稽古堂コンサートだとかキッズコンサート

などの１０の企画が実施されました。そのために支

出した経費が４６３万６，９６５円となっておりま

す。主なものとしては、事業委託料となっています。 

 続きまして、資料１５３ページをお願いいたしま

す。上から２行目でございますが、子どもの野生復

帰事業費について説明いたします。１年間を通じて

７回にわたる周年型体験プログラム、こちらには９

８名の子供たちが、それから単発型体験プログラム

には、４回で９５名が参加しました。そちらの委託

料が、合計で８９４万５９０円となっています。２

００６年度から実施してきました子どもの野生復

帰事業は、２０２０年度をもって終了しました。事

業期間を通じて、参加者は約６，０００人でした。

今後は、植村直己冒険館において体験プログラムが

提供される予定でございます。 

 続きまして、資料は４０３ページをご覧ください。

上から１０行目辺りでしょうか、植村直己冒険館機

能強化事業費について説明いたします。植村直己冒

険館機能強化事業は、本館及び研修棟の長寿命化工

事、それから本館展示の更新、機能強化施設という

新しい施設の整備、それから、２０３６年１０月ま

での運営維持管理をＰＦＩ方式により行うもので、

建物購入費を含め、６億３，８７８万７，１１３円

を支出しております。冒険館は４月の２０日にリニ
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ューアルオープンしましたけども、新型コロナウイ

ルス感染のための緊急事態宣言を受け、５月１２日

まで休館しておりました。その後は通常開館し、８

月末までに約２万人の来館をいただいているとこ

ろです。 

 続きまして、歳入について説明をさせていただき

ます。４３ページをお願いいたします。中ほど少し

下になりますけども、社会資本整備総合交付金１億

７，５００万円、こちらにつきましては、植村直己

冒険館機能強化事業の財源に充てるための交付金

でございます。 

 続いて、５３ページをお願いいたします。下から

４つ目の枠でございます。ひょうご地域創生交付金、

このうちの３１０万円、こちらは子どもの野生復帰

事業のために交付されたものでございます。 

 それから、６３ページをお願いいたします。これ

も下から４枠目でございますが、財政調整基金繰入

金、こちらのうちの２９０万円、こちらは、子ども

たちが豊岡で世界と出会う音楽祭開催事業費に充

てられています。 

 １枚めくっていただいて、６５ページをお願いい

たします。上から３枠目でございます。植村直己顕

彰基金繰入金８，０００万円でございますが、こち

らは植村直己冒険館機能強化事業の財源に充てて

おります。その８枠下です。真ん中からちょっと下、

地域振興基金繰入金、これのうちの４２４万６，０

００円が子どもの野生復帰事業費の財源に充てら

れています。 

 ８５ページをお願いいたします。最下段、社会教

育施設整備事業債、こちらの植村直己冒険館分は、

先ほど来申し上げているように、機能強化事業費に

充てられているものでございます。 

 続いて、財産調書について説明をいたします。５

９７ページをお願いいたします。下から２行目でご

ざいますけども、植村直己冒険館（機能強化施設）

は鉄筋コンクリート造り、一部鉄骨造りでございま

すが、地上１階、地下１階の建物３９５．６３平方

メートル、こちらを取得しております。 

 続いて、６０９ページをお願いいたします。上か

ら８枠目、８行目でございますが、植村直己顕彰基

金、こちらにつきましては、年度中の取崩しが８，

０００万円、それから、ご寄附いただいたものの積

立てが５，０００円ありまして、差引き７，９９９

万５，０００円の減となっております。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○生涯学習課参事（旭  和則） 私のほうからは、

生涯学習サロンの決算内容についてご説明をいた

します。 

 まず、歳出からでございます。３７７ページをご

覧ください。中段辺りでございます。生涯学習サロ

ン整備事業費についてご説明いたします。そこが、

４行目になりますが、投資委託料５３０万７，５０

０円は、アイティでの改修整備に係る設計費です。

その下、整備工事費５，３９９万９，０００円は、

千代田町の旧店舗既存建物の基礎撤去工事、アイテ

ィ４階及び７階の改修に係る建築工事の前払い金

等です。その下、土地購入費、建物購入費について

は、アイティ４階のフロア取得に係るものです。 

 続きまして、３行下、ご覧ください。生涯学習サ

ロン整備事業費繰越明許分についてご説明いたし

ます。２行下、投資委託料５７８万９，０４０円は、

解体に係る設計監理、隣家家屋調査、予定していた

新築工事のための地質調査に係る費用です。そこか

ら３行下、整備工事費８３４万５，０００円は、解

体に係る工事費で、２０１９年度分の精算払いによ

るものでございます。このほかに、工事の遅延によ

り繰り越すこととなった整備工事費８，５８０万１，

０００円、同工事に係る管理費２０６万３，０００

円、備品購入費６００万円、計９，３８６万４，０

００円を令和３年度に繰り越しています。なお、整

備工事及び同管理業務につきましては、６月１８日

に完了いたしまして、６月２５日に竣工式、同２８

日にオープンを迎えました。 

 続きまして、歳入でございます。５３ページをご

覧ください。下から４枠目、ひょうご地域創生交付

金のうち、６９８万５，０００円は生涯学習サロン

整備事業費に交付されたものでございます。 

 続きまして、６５ページをご覧ください。上から
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１１枠目でございます。地域振興基金繰入金のうち、

８４８万８，０００円を生涯学習サロン整備事業費

の財源に充てております。 

 続きまして、８５ページでございます。最後の枠

の下段でございます。社会教育施設整備事業債は、

生涯学習サロン整備事業費に充てております。 

 続いて、８７ページをご覧ください。１枠目、同

じく社会教育施設整備事業債繰越明許分について

も同様に生涯学習サロン整備事業費に充てており

ます。 

 続きまして、財産調書についてご説明をいたしま

す。５９７ページでございます。生涯学習サロン、

下段のところになりますが、生涯学習サロン整備予

定建物７１３．４１平米の減となっております。こ

れは、千代田町の旧店舗跡の建物の解体に係るもの

でございます。そこから３行下でございます。生涯

学習サロン整備予定建物、アイティ５階部分となっ

ておりますが、４階のことになります。登記簿上５

階というような扱いになりますので、５階部分とい

うふうに記載をしております。３９９．９３平米を

購入をしております。 

 続きまして、６０９ページをご覧ください。基金

でございます。上から２行目の市債管理基金につき

ましては、年度中の全体の増減は減額となっており

ますが、このうち生涯学習サロン整備のほうに４，

９６２万円を積み立てております。 

 説明は以上です。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○地域コミュニティ振興部参事（桑井 弘之） それ

では、歳出から説明させていただきますので、１５

３ページをお願いいたします。上から９行目ですけ

ども、文化芸術創造交流事業費１，３９８万１，９

２１円ですけども、これにつきましては、アートシ

ーズンといって毎月やってんですけども、それに係

りますもので、昨年度に比べまして２４８万６，０

００円ほど増となっております。これは、主にコロ

ナ対策に係るものでございまして、その中の事業委

託料の中のサンタクロース会議の公演事業、これが

大幅に増えているというようにお聞きしておりま

す。いいますのは、コロナ感染防止ということで、

当初、３会場で１０公演の予定をしておりましたが、

学校の授業が圧迫されておりましたので、コロナの

休校等の関係で、それで、児童の負担軽減というこ

とで各学校校区というか、そっちを回るという方向

に変えまして、１１会場１５公演というふうにやり

方を変えた関係で、その事業費が増えたことが大き

な要因でございます。 

 続きまして、３７５ページをお願いいたします。

上から６行目です、市展事業費です。これ、毎年や

っております豊岡市の美術展に係る経費でござい

ますが、これにつきましても、コロナ対策の経費が

かさんだということで、前年に比べまして７５万３，

０００円、４，０００円ほど増額になっております。

なるべく感染防止を図るために会場を土足でその

まま上がれるようにしたことによります会場設営

費の増額だとか、それから、コウノトリ未来・国際

かいぎが、当初、この年に予定されておりましたん

で、ずれ込んだ関係での会場の確保ということで、

ちょっとその使用料が増えたということが大きな

要因となっております。 

 続きまして、３７７ページをお願いいたします。

文化振興費でございます。２１１万４，８１７円で

ございますが、これは、前年に比べまして３３５万

３，７３７円の減となっております。主な要因とい

たしましては、前年は、兵庫県のいけばな展だとか、

増浦行仁写真展などを実施しておりますが、そうい

った行事がなくなったことによる経費の減、それか

ら、一番大きいのは、文化協会に支出しております

補助金なんですけれども、これが３００万円強ぐら

いあったんですけれども、やっぱりこのコロナの関

係で事業ができなくなったことによる精算で大き

く減額となっておりまして、その補助金が１７５万

６，０００円減額というふうなことでございまして、

それによります決算額の前年対比減ということで

ございます。 

 続きまして、３９９ページをお願いいたします。

真ん中よりやや下段でございますが、日本・モンゴ

ル民族博物館管理費でございます。２，６５９万２，
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１４７円、これ、前年に比べますと２，０００万円

強増額となっております。これの要因といたしまし

ては、次のページになりますが、次のページの整備

工事費、モンゴル博物館の空調設備の改修、それか

ら屋根の防水工事等によります、そういった工事の

施工によりますことが大きな増の要因となってお

ります。 

 続きまして、歳入でございます。歳入については、

大きく変わるところはございませんが、３３ページ

をよろしくお願いいたします。３３ページ、歳入で

ございますが、施設の入館料と、コロナの緊急事態

宣言の発出ですとか、それから時短等でやっぱり収

入減っておる中で、日本・モンゴル民族博物館につ

きましては、やや前年とほぼ同額ぐらいで収まって

おりますが、美術館につきましては、４月、５月に

閉館しておったことで、大分そこは大きく減収にな

っておりますが、８月、９月に実施しました羽尻利

門展、これが非常に好評でございまして、結果開け

てみますと、１４万４，０００円の前年対比で増と

なっております。 

 続きまして、４３ページ、お願いいたします。真

ん中の枠ですけど、真ん中の枠の一番下段、文化芸

術振興費補助金、この中に、先ほどのアートシーズ

ンに係ります補助金９５６万２，２３４円を含んで

おります。その下、下から５枠目ですけども、地方

創生臨時交付金、この中に、先ほど申しましたサン

タクロース会議の増額した分、３５９万６，０００

円をこの交付金の中に含んでおります。 

 そして、８５ページをお願いいたします。一番下

段、下の枠ですけども、社会教育施設整備事業債、

この中でございますが、次のページ、８７ページを

ご覧いただきたいと思います。上から２行目でござ

いますが、日本・モンゴル民族博物館に係ります６

１０万円を財源として含んでおります。 

 最後に、基金の状況でございます。６０９ページ

をお願いいたします。上から８項目め、仲田光成記

念基金でございますが、これにつきましては、大き

な年度中の増減はございません。以上でございます。 

 続きまして、市民会館につきまして説明をさせて

いただきます。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○文化振興課参事（藤原 孝行） お手元の資料、３

９１ページをご覧ください。市民会館の事業費です

が、まず、管理費と、もう一つ事業費とございます。

主立ったところだけ、管理費ですか、これまでから

説明ございますように、コロナで使用人数、あるい

は件数というのが非常に激減をいたしました。その

関係で歳出のほうで申し上げますと、光熱水費が７

６２万円で決算金額ははじいておりますが、昨年が

９２０万円ほど、光熱水費、電気、水道、ガス合計

しますと、ですので、比較しますと、１５８万円ほ

ど減になっております。それから、コロナ対策でマ

スクを買ったり、それから非接触型の体温計を、文

化庁の助成を受けまして購入しておりますが、市民

会館分が合計３０万円ほどございます。これが、消

耗品の１１６万円のうちにこれが含まれておると

いうことです。ちなみに、歳入のほうで、これ６割

助成の文化庁の助成事業になっております。 

 それから、次の３９３ページをご覧ください。市

民会館の一番最後の還付金というところですが、使

用料等返還金です、１３９万５，０００円、これ、

例年ないものなんですが、もう繰り返しになります

が、コロナで６月の出納閉鎖以降に前年分の使用料

を還付した分の金額になります。市民会館の使用料

は、許可を受けたときに納付しなければいけないと

いうことが条例で決まっておりまして、もう既に納

付いただいた分が、コロナで制限、あるいは時短の

中で使用をやむなく中止するといった方について、

条例に基づいて、市長が特別に認める場合というこ

とで、全額返還をしたということが昨年度ございま

した。件数としては１８件ございまして、この１３

９万５，０００円の金額になっております。 

 続きまして、事業費のほうです。３９７ページを

ご覧ください。上から３行目の市民会館等自主事業

費です。主立ったところで、公演の委託料７４５万

円を計上しておりますが、こちらも、この委託料は

５本ほど計上しておるんですが、そのうちの２つ、

おでかけコンサート、能楽公演と太鼓の２つについ
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ては、学校を巡る内容だったので、やむなく中止と

いうふうなことで、実際事業を行っておりません、

いうことがメインです。 

 次に、歳入のほうに参ります。３３ページをご覧

ください。繰り返しになりますが、コロナの関係で

中段下ですが、市民会館使用料です、５３０万円、

金額を上げておりますが、昨年が１，００５万円で

すので、４７５万円ほど収入が減っておるというふ

うな状況でございます。コロナの関係になってきま

す。 

 市民会館については以上でございます。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○文化振興課参事（橋本 明宏） 私からは、文化財

室分についてご説明をさせていただきます。主な事

業としまして、埋蔵文化財の発掘調査事業、但馬国

分寺跡の整備事業、それから歴史博物館の管理費に

ついてご説明をさせていただきます。 

 まず、歳出です。３８１ページをご覧ください。

真ん中から少し下でございます。埋蔵文化財発掘調

査事業費です。公立豊岡病院の駐車場の造成ですと

か、民間の分譲宅地の造成に伴う発掘調査事業、史

跡但馬国分寺跡の遺構確認のための調査、また公共

事業の事前に行う試掘調査などの経費でございま

す。 

 続きまして、３８３ページをご覧ください。真ん

中辺りに、但馬国分寺跡整備事業費がございます。

この下から１２行目の補償金とその２行上の土地

購入費がございます、大きな金額ですが、史跡整備

事業に係る建物、住宅、附属屋、土蔵などがござい

ました、の移転補償費と、土地、宅地、農地３８６．

９６平米の取得費用でございます。 

 続きまして、３９７ページをご覧ください。下か

ら９行目、歴史博物館管理費です。もう１ページめ

くっていただきました次の３９９ページの中ほど

に整備工事費がございます。これは新型コロナウイ

ルスの感染症対策としまして、空調、換気機能を強

化した空調機器への更新工事と、空気の流れをつく

るための窓を２か所設置する工事を行わせていた

だきました。財源は、どちらも地方創生臨時交付金

を活用させていただいております。 

 次に、歳入をお願いします。３３ページをご覧く

ださい。中ほどにございます歴史博物館入館料です。

入館者数は２，６１３人と、前年比でマイナス５

７％と大きく減少しております。コロナ禍の影響を

まともに受けた結果となっております。少しでも巻

き返せるように努力を続けてまいりたいと思って

おります。 

 続いて、４３ページをお願いします。中ほどにご

ざいます埋蔵文化財発掘調査費補助金です。先ほど

歳出でもございました発掘調査費用の国庫補助の

部分でございます。補助率は２分の１をいただいて

おります。その１行下、史跡等購入費補助金です。

但馬国分寺史跡整備事業への国庫補助で、補助率は

５分の４でございます。また、この国庫補助の随伴

分として県の補助もいただいておりますけども、説

明は省略をさせていただきたいと思います。 

 続いて、財産調書をお願いします。５９４ページ

をご覧ください。土地の名称欄の一番下でございま

す。但馬国分寺史跡整備用地として買収した３８６．

９６平米を増としております。 

 文化振興課からは以上です。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○新文化会館整備推進室長（櫻田  務） まず、歳

出について、３９５ページをご覧ください。市民会

館等管理費の新文化会館整備事業費７，３４２万２，

４２７円です。まず、報償金、費用弁償ですが、基

本設計業務の契約候補者を選定するに当たって、公

募型のプロポーザルを実施しました。そのときの有

識者の方々からご意見をいただくための費用とな

っております。 

 次に、ちょっと下りていただいて、投資委託料で

す、土質調査等とあります。これは、基本設計を実

施するに当たって、現地の土質調査と現況測量を実

施した費用１，６８３万円になります。次に、業務

委託料です。技術支援業務１，２３９万７，０００

円、これは、技術支援を受けた費用でございます。

その次の基本設計業務４，３３４万円です。これは、

先ほどの投資委託料の土質調査等の１，６８３万円
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と一括発注しております。 

 次に、歳入でございます。６５ページをご覧くだ

さい。基金繰入金の公共施設整備基金繰入金１億８，

２２２万５，０００円のうち、４，３３４万円を充

当しております。これは歳出で説明させていただき

ました業務委託料の基本設計業務費に充当してお

ります。 

 続いて、８７ページをご覧ください。市債でござ

います。社会教育施設整備事業債、いわゆる公適債

でございます。一番上になりますけども、新文化会

館１，５１０万円になります。これは、先ほどの投

資委託料の土質調査と現況測量業務に充当してお

ります。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○スポーツ振興課長（池内 章彦） ４０９ページを

お願いします。一番下ですけども、保健体育総務費

の設置工事ですが、新型コロナウイルス感染症対策

として、学校体育施設及び社会体育施設において換

気を積極的に行えるよう、網戸や換気扇を設置をし

ました。 

 ４１１ページをお願いします。事業用備品として、

自立式体温検知カメラを総合体育館と日高文化体

育館で使用するために購入をしております。下から

８行目、学校開放事業ですが、修繕として、新田小

学校、八条小学校、神美小学校などの夜間照明の制

御板等の改修を行いました。 

 ４１３ページをお願いします。上から１０行目、

オリンピック・パラリンピック推進事業費ですが、

東京２０２０オリンピック・パラリンピックが１年

延期をされたことに伴い、必要最低限の支出となっ

ております。負担金の聖火リレー豊岡市実行委員会

の支出は、既に準備を進めており、必要な支払いが

発生しておりましたので、必要額を交付をしており

ます。 

 ４１５ページをお願いします。上から７行目、城

崎ボートセンター管理費ですが、事業用備品として、

１人乗り審判艇１台、ボートコースの資材、ローイ

ングエルゴメーター６台を購入しております。下か

ら１１行目、但東中央体育館管理費ですが、補修工

事として、屋根パラペット鉄板落下防止工事を行っ

ております。 

 ４１７ページをお願いします。中ほどの豊岡市民

グラウンド管理費ですが、但馬唯一の日本陸上競技

連盟４種公認競技場の更新年に当たっておりまし

た。更新に向けて幅跳びピット周辺の舗装工事を行

っております。それから、出石グラウンド管理費で

すが、事業用備品としてスポーツトラクターのロー

ダーを更新をしております。それから、その下のこ

うのとりスタジアムですが、補修工事として、照明

設備のＬＥＤ化、それから、４１９ページをお願い

します。一番上ですけども、分電盤等の電気設備の

経年劣化による更新を行いました。下から１５行目、

城崎スポーツ広場管理費ですけども、修繕として、

テニスコート、人工芝の修繕を行っております。 

 その下の竹野中央公園管理費ですが、４２１ペー

ジをお願いします。事業用備品としてスポーツトラ

クターを更新をし、乗用草刈り機を購入をしており

ます。それから、その下、植村直己記念スポーツ公

園管理費ですが、ここも事業用備品としてスポーツ

トラクターを更新をしております。それから、神鍋

野外スポーツ公園管理費ですけども、改修等事業費

として、センター棟の男女更衣室の換気設備の故障

修繕を行っております。最後、但東スポーツ公園管

理ですが、事業用備品としてスポーツトラクターを

更新をしております。 

 続きまして、歳入です。７５ページをお願いしま

す。上から１７行目、真ん中辺ですけども、光熱水

費等使用者負担金の城崎ボートセンター、６万８９

２円は工事に係る光熱水費の使用負担金になりま

す。 

 ７７ページをお願いします。上から１１行目、建

物共済負担金の中竹野ふるさと館は、一昨年、落雷

によって電気設備が故障をして修繕をしました。そ

の経費に係る共済金が収入をしております。下から

１６行目のオリンピック・パラリンピックの２０万

１，４２２円は、ＰＲを兼ねた自動販売機設置者負

担金になります。その３つ下のスポーツ振興くじ助
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成金は、こうのとりスタジアムの照明設備ＬＥＤ化

改修に１，６００万円、それから、スポーツフェス

ティバルの開催事業に６２万５，０００円の助成を

いただいたものになります。 

 ８１ページをお願いします。一番上のスポーツク

ラブ２１ひょうご豊岡市推進委員会補助金返納金

ですけども、決算後に補助金額が支出を超えている

という指摘の中で、返納をしております。それから、

上から１７行目、神鍋マラソン全国大会実行委員会

の清算金につきましては、実行委員会が解散をしま

したので、残金を清算金として収入したものです。

以上です。 

○分科会長（上田 伴子） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。ないですか。 

 青山委員。 

○委員（青山 憲司） まず、新文化会館の建設に関

する事業に関することなんですけども、これ一般質

問でも多くの議員から質問されたんですけども、今

後の方針を決めるに当たって、どういったことを検

討していくのか、個別に何かこういうことでという

ことがあれば改めてお聞きをしたいと思うんです

が、いっとき、市民会館の長寿命化と併せて、耐震

化工事も済んでるということもあったりする中で、

今の市民会館やその辺りがいつまで使えるのかと

いうことも含めて、それと、施設の長寿命化等でど

れぐらいまでだったら施設を今後使い続けていけ

るのか、あるいは新しく新文化会館を建設すること

によって、これぐらい有利な起債があるという説明

も受けたんですけども、それとの財政的な比較にな

ってくることは大きな要因になるんじゃないかと

思うんですけども、今後、その辺りは大体もう見当

がついてると思うんですけども、今後事業を進める、

あるいは先送りするということでの判断、どういっ

た検討を今後しようとされているのか、具体的な項

目ありましたら改めてお聞きしたいと思うんです

けど。 

○分科会長（上田 伴子） 櫻田室長。 

○新文化会館整備推進室長（櫻田  務） まず１つ

目、現市民会館がいつぐらいまで使えるのかという

ご質問でございます。 

 この事業が始まってから現市民会館の老朽度の

調査を実施させていただきまして、非常に老朽化が

著しいということと、機器類の更新時期に来ている

ということで、コンサルのほうにじっくり現場を見

させて、２０年延命を図るとした場合で約３１億円

何がし必要だということの中で、新しく建てるのか

長寿命化するのかという比較検討させていただい

て、今の公適債、有利な起債を使うことで将来の財

政負担も軽減できるということで、建て替えるとい

う方針を決定させていただきました。ですから、既

に現市民会館は建ててから５０年たちますので、大

体公共施設の平均寿命大体６０歳から７０歳ぐら

いでセットしますので、長寿命化を図れても２０年

が限界ではないかなと個人的には判断しておりま

す。 

 今後どういった検討をしていくのかというとこ

ろですけども、ご存じのとおり、市長替わられて、

まずはオール豊岡の財政状況、その辺を熟知される

期間が必要だったということで私のほうは判断さ

せていただいております。これから９月の補正とい

うのはちょっと間に合わなかったんですけども、事

業再開に向けて、これから新文化会館の今までの決

定されてきた経緯なんかを具体的に説明させてい

ただく中で、最終的に方向性を決めていくというよ

うな格好で考えております。ですから、具体的に何

を検討してどうこうっていうのをこれから一つ一

つ詰めていくというんですかね、ていうふうに考え

ております。以上です。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○委員（青山 憲司） 概略は分かりましたが、今後

２０年でするにして３１億円かかるということを

含めて、建て替えを判断されたということなんです

が、今の新文化会館建設にかけては、今、予算的に

は５１億円でしたっけ、５６億円でしたかね、の予

算が大体のめどで立てられてますけども、新文化会

館に係るそういった設備の見直し、例えば今のあま

りにも高額な建設費がかかるんじゃないかと。５６

億円であったとしても、６０億円、７０億円、８０
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億円っていう施設に、どういうんですか、もっとも

っとお金が膨らんでいくんじゃないかというふう

な、こういう心配をする向きもあったりして、その

辺りの設備、基本設計が終わってるんで、実施設計

に当たって、そういった設備の見直しの方針ってい

うことも、これは新しく市長替わられて、その辺り

の方針っていうのは何かあったのかどうか、その辺

り、いかがですか。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○新文化会館整備推進室長（櫻田  務） 舞台設備、

音響とか照明とか、その辺が結構費用がかかってく

るというところです。まず基本設計するときに、近

年建てられた類似施設の資料等を入手して、まず、

平均的なところのレベル、ですから、特にぜいたく

したような設備をチョイスしてるって認識はござ

いません。ですから、その辺は市長にもご説明をさ

せていただいております。 

 ただ、前回からご説明させていただいております

とおり、基本設計で、まず業者から見積りを徴収す

るんですけども、そんなに実際に業者に下ろす実施

設計段階並みの見積りがなかなか徴収できないっ

ていう段階で、どうしても概算という域を出ること

ができないというところがございます。 

 それから、これから実施設計でその辺の実際に工

事発注したときに、じゃあ、幾らで入るのかってい

うところの詰めと、どういう機器類を使ってるかっ

ていう、もっと具体的なところを庁内で詰めていき

ながら、さらなるコストを縮減できるところがない

のか、我慢できるところはないのかっていうところ

を一つ一つ詰めていくっていう格好になろうかと

考えております。以上です。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○委員（青山 憲司） この新文化会館にかかった、

基本設計の費用が９，０００万円、１億円足らずだ

というふうに認識しておるんですけども、こういっ

た、もう既に基本設計までされてきて、この事業を

今の段階でストップはかけてるんですけども、３月

議会でもいろいろ議論があって、新年度予算からこ

の事業にかかる費用が削減をされたということな

んですけども、担当部署としてはこれやっぱり、も

うこの事業は進めるという判断でいいのかどうか。

市長の判断待ちということもあると思うんですけ

ど、やっぱりいずれ、この機能は必要だということ

も言っておられるので、遅かれ早かれこの事業は進

める必要があると思うんですけどね。そういうこと

から考えると、これを先延ばしすることによって、

デメリットの部分が多くなってくるんじゃないか

という思いもあるんですけども、その辺りはどうな

んでしょうか。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○新文化会館整備推進室長（櫻田  務） まず、新

文化会館の建設については、豊岡で１つだけのしっ

かりした音楽ホールを造るというのが大前提で計

画は進んでおります。 

 ですから、最低限の設備を整えないと、何ていう

んですかね、客席数が極端に少ないとか、音響がい

まいちだとかいう建物を造る気はなくて、これから

の文化芸術の推進を図る上で中心になる施設を造

りたいということで考えておりますので、建て替え

の方向で担当課としては進めていきたいと考えて

おります。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○地域コミュニティ振興部参事（桑井 弘之） 今、

櫻田からありましたように、基本的には新文化会館

建設進めたいと思っています。長寿命化と建て替え

と比較して、やっぱり将来的にどっちが有利かとい

うことを判断する中で、今、新文化会館の建設とい

う方向でずっと３年間進めてまいりましたので、や

めるという、まだ分かりませんが、やっぱり文化会

館というのは都市機能としてどうしても必要最低

限要るものだと思っておりますので、やっぱりこれ

は当初、現時点での担当としての考え方としては、

今までやってきたとおり、将来的な負担の状況も考

える中で、今、新しい文化会館に建て替えて、機能

を集約していくということが最善だと考えるとこ

でございます。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○委員（青山 憲司） 今の当局の認識というか、あ



 39

たりもお聞きする中で、この８月に長期財政見通し

なんかも示されたんですけど、若干毎年の赤字額と

いうのが大きく膨らんでくるということもあるん

ですけども、文化会館の事業そのものはやっぱり、

私個人的には進めるべきだというふうに思ってお

りまして、長期財政見通しの中にも新文化会館の建

設に係る債務の公適債だとか、それとか市債のあれ

も含まれているということで理解をしてますので、

何とかこの事業は進めていっていただきたいなと

いうふうに思います。これは私の個人的な意見です。 

○分科会長（上田 伴子） ほかにありませんか。 

 松井委員。 

○委員（松井 正志） 私も個人的な意見を言わせて

いただきますと、今、桑井参事が有利だというふう

におっしゃいましたけど、有利な点を説明していた

だけますか。財政的な面のことなのか、それ以外に

何か。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○地域コミュニティ振興部参事（桑井 弘之） やは

り財政的な面、将来的な財政負担のことを考えます

と有利であるというふうに感じてます。以前からお

示ししております資料に基づきますと、やっぱり４

０年間で、何ぼだったかな、何ぼだったっけ。 

○委員（松井 正志） 今、いいです。 

○地域コミュニティ振興部参事（桑井 弘之） それ

と、やっぱり今の市民会館、長寿命化図りましたが、

２０年もたすのが精いっぱいかなというようなこ

と考えますと、それで、また３０数億円かかると。

２０年後には建て替えということが発生した場合

には、それには一切有利な起債等も使えない可能性

があるという中で、やっぱり今、建て替えのほうが

ベストだというふうに我々は考えております。 

○分科会長（上田 伴子） 松井委員。 

○委員（松井 正志） 財政的な資料で、以前頂いた

資料っていうのは、あれも、あくまで現在の制度が

将来は使えないから差が出とるだけであって、ねえ。

フレームは一緒なんですよ、考え方は。要するに今

建て替えるのも、それから補修をして、改修をして、

将来建て替えるというふうな考え方ですから、その

２つのフレームが一緒で、たまたま現在は現在のこ

っちの制度を当てはめてるだけ。将来も同じように、

同じような補助制度ができれば、全く内容が一緒な

んですけどね。片一方だけの補助制度を当てはめる

だけで、それで有利というのは比較にならないんじ

ゃないかと思うんですけどね。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○地域コミュニティ振興部参事（桑井 弘之） 片一

方だけ、ちょっとよく理解ができなかったんですけ

ど、今の公適債というのが引き続き使えるという判

断の下で私らも試算をした結果が、やっぱり今建て

替えのほうが有利。 

○委員（松井 正志） だから、将来はその制度が見

つからないから、全て一般財源になっている、その

比較をしてるから、その財政的な有利というのが言

えると思うけど、それ。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○地域コミュニティ振興部参事（桑井 弘之） 将来

使えないという比較じゃなくて、今建て替えをして、

ひぼこホールと集約化というストーリーで事業を

進めていく場合と、今、長寿命化を図って、２０年

後に建て替えた場合、それは２０年後に建て替える

ときには。 

○委員（松井 正志） 何も制度がないからね。 

○地域コミュニティ振興部参事（桑井 弘之） 何の

制度もないっていうよりも、制度があったとしても、

集約化にも該当しないことに、もう既に長寿命化で

１回公適債使っています。それがありますので、２

０年後の建て替えには公適債使えないというルー

ルの中での判断でございます。 

○分科会長（上田 伴子） はい。 

○委員（松井 正志） 将来は一般財源で全て対応し

て、その一般財源の差で比較したら、当然それは違

いますわな。そのことを。以上です。 

○分科会長（上田 伴子） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） 個人的に意見言わせてもらい

ますけれども、今の市民会館がどれぐらいもつんだ

というのは誰にも分からんわけですけれども、今回

実施設計を遅らせたということが３月議会に。それ
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と、今、本当に今、慌てて設計をして建てることが、

豊岡市の財政面で見ても本当に有利なのかいうの

が、果たしてこれだけ今、バブルじゃないけども、

これだけ鋼材が高騰してるこの時期に、これが２年、

３年すれば落ち着くかもしれんし、この一番高騰し

た時期に建てようという、その考え方はちょっと、

様子を見たほうがいいんじゃないかという思いの

ほうですけれども、その辺りの考え方は。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○地域コミュニティ振興部参事（桑井 弘之） 今焦

らずともいう話なんですけども、今の市民会館の建

物はしばらくもつかも分かりません。ただ、設備、

音響であったり照明であったり、これが本当、２０

２４年度から更新時期を迎えてくるという現実が

ございます。そういいながらも、今点検しても、ど

んどん悪いとこが発見される。そこを直しながらの

運用を今やっております。あんまり根本的に直すに

はなかなか莫大な金がかかりますので、必要最小限

の修繕をかけながら、今、もうぎりぎりのとこで運

用しているというのが現状です。これは延びれば延

びるほど、いつ止まってしまうのか分からないとい

うこともあり得ますし、ひょっとしたら休館と、し

ばらく休館というような事態にもなるかも分かり

ません。その方針が変われば別の話でございますけ

ども、そういった危険性もございますし、そういっ

たことありますので、焦らずとも言われますけども、

なるべく早くしないとどんどんどんどん今の市民

会館を維持していくお金もどんどん高騰していく

ということがございますので、今、我々としてはな

るべく早いうちに事業を再開すべきだというふう

には思っております。以上です。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○新文化会館整備推進室長（櫻田  務） 先ほど建

設資材等の高騰というお話がございました。確かに

コロナ禍で、需要と供給のバランスが狂ってるとい

う状況がございます。ただ、急激にコロナで建設資

材等が高騰してるというのは把握しております。た

だ、人件費も建設資材も、年々確実に上昇していっ

ておりますので、これから大阪万博、最終的にどう

されるか分かりませんけども、担当課としましては、

万博の建設が始まるまでに資材等を押さえておき

たいっていうのが正直な考え方の一つでもござい

ます。以上です。 

○分科会長（上田 伴子） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） 現市民会館を維持していくた

め、その音響が大変心配されてるんですけれども、

その辺りの見積りは出てますか。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○地域コミュニティ振興部参事（桑井 弘之） ちょ

っと今、具体の見積りはまだ取っておりません。方

針が決まっておりませんので、見積りを取るにした

って、やみくもに業者に依頼するわけにいきません

ので、長寿命化のときの額でいきますと約６億円だ

ったかな、ぐらいだったと思うんですけど、ちょっ

と待ってください。多分６億円ぐらいな見積りがあ

ったと思います。ので、ちょっとお待ちください。

長寿命化の老朽調査のときで、舞台設備で約５億９，

０００万円、それから機械で３億７，６００万円と

かいうような額が出ております。 

○分科会長（上田 伴子） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） どれぐらいの規模、全部入れ

替える見積り、何か部分的な、どれくらいの見積り

が、規模的に。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○地域コミュニティ振興部参事（桑井 弘之） 当然

に部品交換では済まない状況ございますので、かな

り年数たってて、部品供給も止まっておりますので、

やるとなれば、全て全交換となります。 

○分科会長（上田 伴子） 芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） いろいろ聞かせていただいて、

私も青山さんの意見にどっちかいうと賛成なんで

すけども、今の市民会館で何も手を加えずにもつの

は何年なのかという、さっきから６億円とか３億円

とか言うけれども、延命化を図るような再投資した

音響設備も入れると１０億円超えてしまうような

金額になるわけですね。２０年延命しようと思った

ら３１億円超えるわけでしょう。だから、今の市民

会館が何も手を加えずに、そんなちょこまかした工
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事で延命するんじゃなくて、ということと、新文化

会館については、やっぱり現市民会館にこれ以上も

う投資をかけずにそのまま使い続ける年数と、それ

によって新文化会館の建設年度を決めて、毎年遅れ

ていったら人件費も材料費も上がるのは当たり前

のことなんで、だから、実施設計は延びたけども、

明らかに何年後建設という、対応しながら、建て替

えということは今言われてるわけですから、やっぱ

りそこはできるだけ市民の皆さんの基本的な設備

であるとおっしゃるなら、しっかりと正確に年度を

決めて進めるべきだというふうに私は思います。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○地域コミュニティ振興部参事（桑井 弘之） 何を

手を加えなければいつまでかっていう話なんです

けど、はっきり申し上げて分かりません。来年止ま

るかも分かりませんし、本当必要最小限のことを毎

年何か修繕しながら、だましだましって言ったらち

ょっと言葉が悪いですけども、そういったところで

ぎりぎりのところで運用しているというのが現状

でございますので、本当手を加えなければいつ止ま

るか、私も分かりません。以上です。 

○分科会長（上田 伴子） 意見があるんだったら言

ってください。はい、どうぞ。 

○委員（上田 倫久） この市民会館の件は２年前で

すか、危ないんだっていう危機管理のほうでずっと

質問させてもらって、天井とかいろんなところがも

う危ないんです。２４年までで換えていかなければ

いけないいうようなことも言われとったんですけ

ども、今、実際、いろいろと使っとるけども、でも、

大丈夫なんですよ。だから、危ないんだったら、も

う絶対使ったらあかんというぐらいにせんかった

ら、建てられへんと思うんだよね。だから、いろい

ろ聞くと、あるからそれを直す、そこの部分を直せ

ばいいんじゃないっていう考え方の人もあるしね。

だから、危ないだから、絶対もう駄目ですよ。 

○分科会長（上田 伴子） ちょっとごめんなさい。

今、決算の議論なので。 

○委員（上田 倫久） すみません、ちょっと意見で

す。 

○分科会長（上田 伴子） ちょっと違う方向に。 

○委員（上田 倫久） ごめんなさい、申し訳ない。 

○分科会長（上田 伴子） 今は決算の認定について

の質疑ですので、その点についてはお願いします。 

 ほかには質疑はありませんか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 以上で地域コミュニティ振興部に係る説明、質疑

を終了します。 

 地域コミュニティ振興部の皆さんは退席してい

ただいて結構です。ご苦労さまでした。 

 分科会を暫時休憩します。 

午後２時１６分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時３０分 分科会再開 

○分科会長（上田 伴子） それでは、分科会を再開

します。 

 それでは、第１０６号議案、令和２年度豊岡市一

般会計歳入歳出決算の認定について、教育委員会所

管分を一括議題といたします。 

 当局の説明は、組織順の課単位で一気に説明をお

願いします。 

 一般会計については、歳出、続いて所管に係る歳

入、財産調書の順でお願いします。 

 なお、審査時間に限りがありますので、所管事項

を逐一説明するのではなく、新規事業や平年と比較

して変化の著しい事業等を抜粋して説明願います。 

 説明に当たっては、資料のページ番号をお知らせ

ください。発言の最初に、課名と名字をお願いしま

す。 

 質疑は、説明が終わった後に一括して行います。 

 それでは、第１０６号議案、令和２年度豊岡市一

般会計歳入歳出決算の認定について、組織順に説明

をお願いします。 

 はい、どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） それでは、決算書の

３４７ページをご覧ください。教育総務課分です。

下の枠の人件費の委員報酬ですけども、豊岡市立小

中学校の適正規模・適正配置の審議会の委員という

ことで、２回から７回、計６回の会議を開催して、
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答申までをこの中で審議をいただいています。 

 続きまして、３５９ページをお願いします。中段

の辺りに認定こども園の整備事業がございます。こ

ちらは八条認定こども園の増築、改修の設計等の委

託料になります。 

 続きまして、３６１ページをご覧ください。下か

ら６行目でございますが、土地の購入ということで、

学校用地、合橋小学校の買収ができておりませんで

したので、４人の方から学校用地ということで１億

１，０００万円余りの買収をしております。 

 その下の事業用備品でございますが、こちらが小

学校にｉＰａｄ、それから掲示装置、それから端末

保管庫等を整備した事業用備品でございます。２億

４，７００万円余りということでございます。 

 次に、３６３ページ、上の枠の下の部分でござい

ますが、整備工事費、各小学校ございますが、各小

学校のＬＡＮ配線を高速化するためのＬＡＮの改

修工事と事業用備品は無線ＬＡＮの設置というこ

とで上げております。 

 それから次に、３６５ページの上から３つ目の枠

になりますが、学校施設整備事業費でございます。

こちらは小学校の特別教室の空調でありますとか、

体育館の非構造部材の落下防止対策を行いました、

その設計の部分と空調の工事、それから非構造の耐

震化の工事、豊岡、三江、五荘、新田、神美の５校

の対策をしております。 

 次に、３６７ページになります。中段から少し下

になりますが、事業用備品ということで１億５，５

００万円余りございます。こちらは中学校のクロー

ムブック、それから端末の保管庫等を整備しており

ます。 

 一番下の段、３行でございますが、整備工事費は

小学校と同様、ＬＡＮの改修と無線ＬＡＮの備品購

入を行っています。 

 次に、３６９ページでございます。下から４つ目

の枠になりますが、中学校の、こちらは委託料にな

っておりますけど、空調の設計関係と、それから、

特別教室の空調整備を行っています。 

 続きまして、４２５ページになります。一番上の

枠になりますが、これは給食センターの空調関係で

ございます。日高、それから豊岡でございます。日

高につきましては、空調設備が全くなくて、緊急的

にここを対応した工事の一部になります。それから、

豊岡学校給食センターの空調整備でございますが、

こちらは前払いしたものが決算として上がってお

ります。それ以降は翌年度、令和３年度に入って繰

り越した事業になりますので、来年度ご報告するこ

とになろうかと思います。 

 その下の事業用備品というところ、４，１００万

円余りご覧いただきたいと思います。こちらは牛乳

保管庫でありますとか、日高学校給食センターの食

器洗浄機を更新したものでございます。 

 それから、同じ枠の下から２行目になりますが、

学校給食調理業者衛生管理改善事業費というもの

で、補助金を６者に対しまして交付しております。

こちらは昨年の学校休業の影響を受けて、豊岡市学

校給食センターに食材を供給している業者に対し

て、研修会でありますとか、消毒の消耗品でありま

すとか、そういったものに対する補助を行っていま

す。６者に対しまして２９０万円余りの補助を行っ

ています。 

 次に、財産に関する調書になります。５９２ペー

ジをご覧ください。上から４行目になりますが、左

から２列目になります。学校の部分で決算年度中に

増減ということで、こちらは１万６，４４６．４６

平米、登記簿等公簿上の面積が増加しております。 

 内訳につきましては、５９４ページに書いてござ

います、合橋小学校、合橋認定こども園の借地だっ

たものを購入したものの増加と、それから、日高東

中につきましては、所有権移転登記ができてません

でしたものを、個人の方から寄附をいただいて、登

記したことによる台帳の増ということになります。 

 続きまして、６０９ページ、基金の状況になりま

す。中段から少し下になりますが、交通遺児奨学基

金ということで、減が１４万円ございます。こちら

は１名の方が新たに受けられたということと利息

分ということで１４万円の減ということになりま

す。 
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 その３つ下ですけども、奨学基金、これは利息分

の増ということですし、その２つ下になりますが、

学校教育施設整備基金につきましては、利息分の増

ということでございます。決算年度末現在の現在高

につきましては、ご覧のとおりでございます。 

 次に、歳入でございます。 

 ４３ページでございます。こちらにつきましては、

上から４つ目の枠になります。公立学校情報機器整

備補助金、その下の情報通信ネットワーク環境設備

整備補助金というものでございます。こちらは、１

人１台端末、小学校につきましてはｉＰａｄですし、

中学校はクロームブックの補助、それからその下の

繰越明許分のネットワークの関係につきましては、

ＬＡＮの配線でありますとか無線ＬＡＮの備品に

対する補助ということでございます。 

 次に、８５ページをご覧ください。下のほうにな

りますが、教育債のところで認定こども園整備事業

債から小学校の非構造の関係、それからネットワー

クの事業債、中学校についても同じようなものでご

ざいますが、これは、先ほど申しました設備に対す

る市債ということでございます。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○こども教育課参事（坂本英津子） こども教育課所

管分について、主なものについて説明いたします。 

 まず、歳出について説明いたします。 

 ２１７ページをご覧ください。下から８行目、児

童扶養手当・就学援助費受給者支援給付事業費です。

このうち、こども教育課分は３９４万１，００４円

となります。コロナウイルス感染症対策として、経

済的に影響を受けやすい就学援助費受給世帯に対

しまして、１世帯につき３万円を１３１世帯に支給

いたしました。一番下に記載のありまず給付金のう

ち、こども教育課分は３９３万円となります。 

 次に、２１９ページをご覧ください。一番上、ひ

とり親世帯等臨時特別給付金支給事業費です。この

うち、こども教育課分は２，６７３万１７８円とな

ります。国のひとり親世帯等臨時特別給付金支給事

業に準じ、就学援助費受給世帯１２７世帯に対しま

して、給付金を支給いたしました。上から９行目に

あります就学援助費受給世帯臨時特別給付金のう

ち、こども教育課分は２，６６９万円となります。 

 次に、３５１ページをお願いします。真ん中辺り、

スクールバス運行管理費です。通常の運行に加え、

コロナ対策として、密を避けるために増便し、運行

いたしました。また、夏季休業期間の短縮に伴い、

下校時の暑さ対策として、徒歩通学の中でも通学距

離の長い地区の小学校１年生、２年生を対象に、下

校用のスクールバスを運行するなどいたしました。

昨年度に比べ約１，１２９万円の増額となっており

ます。 

 次に、３５１ページ一番下から３５３ページ一番

上にかけてになります。人件費、スクール・サポー

ト・スタッフです。教職員の業務の負担軽減を目的

にスクール・サポート・スタッフを小学校１０校、

中学校３校、計１３校に配置いたしました。主な業

務といたしましては、授業の準備、配付物の印刷、

消毒作業などをしていただきました。 

 次に、３５３ページ、一番下になります。教育研

修センター管理費です。昨年に比べ約３，５６０万

円の増となっております。増額の理由といたしまし

ては、新学習指導要領の改訂に伴い、新たな教科書

を使用して授業を行うこととなり、教師用の指導書、

教科書を購入したことによるものです。 

 ３５７ページをお願いいたします。真ん中辺り、

感染症対策事業費です。このうち、こども教育課分

は６５５万３，４７６円となります。コロナ対策と

して、学校で必要となる消毒液、ハンドソープ、非

接触型体温計、ゴム手袋などを購入いたしました。

昨年度に比べ約４４６万円の増額となっておりま

す。 

 次に、歳入について説明いたします。 

 ４３ページをお願いします。上から３つ目の枠に

なります。教育費国庫補助金、学校保健特別対策事

業費補助金、その下の学校教育活動再開支援事業補

助金です。歳出で説明いたしました感染症対策事業

費のほかに、コロナ対応に要した費用に対する補助

です。補助率は補助対象経費の２分の１です。その
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下の枠、小学校費、中学校費それぞれの事業に対し

て、国の補助金となっております。 

 次に、５３ページになります。上から３つ目の枠

から教育費県補助金です。このうち、こども教育課

分は教育総務費小学校費、中学校費となります。先

ほど歳出で説明いたしましたスクール・サポート・

スタッフも補助金の対象となり、補助率は１０分の

１０です。 

 説明は以上です。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○こども育成課長（木下 直樹） それでは、まず歳

出のほうから、１６７ページ、お願いします。７行

目になります。子育て支援総合拠点等整備事業です。

こちらの業務委託料につきましては、子育て支援総

合拠点等整備構想の策定業務で、アイティ４階及び

７階を一体的に捉え、施設のコンセプト、機能、整

備方針、管理上の考え方等を盛り込んだ構想のほう

を今年の３月に策定しております。 

 次に、２１３ページ、お願いします。中ほどにな

ります。児童福祉総務費です。こちらのほうは児童

福祉関係の経費となっております。その下から４行

目になります、庁用備品ですけども、この中で、こ

れはタブレット、ＰＣ３台と、それから無線ＬＡＮ

機器でございます。こども支援センターにおいて、

ＳＮＳ等を利用した相談窓口の開設など、相談支援

体制の強化を図っております。 

 次のページ、２１５ページをお願いします。中ほ

どから少し下になりますけども、子育てセンター運

営事業費の中の消耗品です。そのうちの１２４万６，

０００円は消毒液など、各子育てセンターにおきま

す感染症対策用品です。 

 その６行ほど下、通信運搬費のうちの１６万４，

０００円につきましてはスマートフォンを、その事

業の一番下です、事業用備品、このうちの８０万５，

０００円につきましては、タブレットＰＣを購入し

ております。これは相談支援体制の強化のために各

センターのほうに整備したものです。また、その事

業用備品のうちの約１７８万円につきましては、空

気清浄機などの感染症対策用品でございます。 

 次に、２１９ページ、お願いします。中ほどから

少し下になります。放課後児童健全育成事業費でご

ざいます。こちらのほうは放課後児童クラブに係る

経費でございます。１つ目の消耗品ですけども、こ

のうちの約９６１万円につきましては、非接触体温

計など、各放課後児童クラブにおけます感染対策用

品でございます。その１０行ほど下でございます。

投資委託料と一番下の整備工事費ですけども、こち

らのほうは港放課後児童クラブの整備事業でござ

います。港東小学校と港西小学校が統合によりまし

て、新たに港東小学校を使うことになりました。そ

れで、旧港東小学校の屋内運動場の２階に放課後児

童クラブを整備したものです。 

 次に、２２１ページ、お願いします。２行目でご

ざいますけども、事業用備品ですけども、このうち

９６３万１，０００円につきましては、空気清浄機

など、感染対策用品でございます。 

 その下になります、児童保育運営事業費でござい

ます。主なものは私立園への施設方給付費です。２

０１９年１０月から実施されました幼児教育、保育

の無償化の影響や、それから、２０２０年の４月に

小規模保育事業所、こうのとりの森保育園が開園し

たことなどによりまして、前年度比で約１億３，５

００万円ほど増となっております。 

 その下でございます。私立保育園等振興事業費で

す。私立保育所等に対します補助でございます。こ

の事業の一番下ですけども、私立保育所等運営支援

給付金につきましては、緊急事態宣言期間中に生じ

たコロナ対策関連経費でありますとか、それから、

さらなる感染症防止対策を行っていただきまして、

引き続き安全・安心な保育を提供していただくため

の経費等に対しまして、給付金により支援を行った

ものでございます。 

 その下です、子ども子育て支援交付金等事業費で

ございます。こちらも同じく私立保育所等に対しま

して、経費の一部を補助するものでございます。国

県の補助要綱に基づき実施する事業が対象となり

ます。 

 その９行下でございますけども、保育所等改修等
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支援事業費補助金、こちらは待機児童対策として、

既存の施設を改修して整備した小規模保育事業所、

今回はバンビーノハウス保育園ですけども、それに

対して、その整備費の一部を補助するものです。 

 その３行下、保育環境改善等事業費補助金、この

うち９００万円、それから、その２つ下の私立保育

所等備品整備事業補助金につきましては、私立保育

所等が購入した感染対策用品等に対します補助で

ございます。 

 次に、２２５ページ、お願いします。３行目です。

児童保育運営事業費ですけども、こちらのほうは公

立園に係ります保育の経費でございます。 

 その４つ目でございます。消耗品のうち約８９万

円と、中ほどから少し下にあります庁用備品、その

うちの５３９万円につきましては、空気清浄機や非

接触体温計など、各公立保育所、認定こども園にお

きます感染症対策用品でございます。 

 次に、３５１ページ、お願いします。中ほどから

少し下になります、幼保対策事業費でございます。

こちらのほうでは登降園管理や保育日誌等が管理

できる保育システムのほうを西保育園のほうに導

入しております。その事業の７行目であります情報

通信設備、整備工事費のほうがＷｉ－Ｆｉ環境整備、

その下の事業用備品購入費のほうがタブレットＰ

Ｃの購入経費でございます。 

 その下の幼保対策事業費繰越分でございますけ

ども、こちらのほうは就学前施設及び放課後児童ク

ラブの整備の方向性や、それに伴う運営方針の見直

しなど、方向性を定めた幼児教育・保育及び放課後

児童のあり方計画のほうを今年の２月に作成して

おります。７月には各地区の説明会等を開催いたし

ました。この開催状況につきましては、明日報告さ

せていただく予定にしております。 

 次に、３７１ページ、お願いします。幼稚園運営

事業費です。この中の２つ目、消耗品のうちの１３

８万円、それから１１行ほど下の庁用備品のうちの

３００万円につきましては、空気清浄機や非接触体

温計など幼稚園におきます感染症対策用品でござ

います。 

 続きまして、歳入、お願いします。 

 ２９ページお願いします。中ほどになります。３

の児童福祉費負担金のうちの特定教育・保育施設利

用者負担金、こっちのほうは公立、私立の保育園と

公立認定こども園の保育料でございます。こちらの

ほうも２０１９年１０月から実施されました無償

化の影響によりまして、前年度の比で約１億２，３

００万円ほど減となっております。 

 それから、３１ページ、お願いします。上から３

つ目の枠です。放課後児童クラブの使用料です。こ

ちらのほうは緊急事態宣言下におきます利用自粛

や、それから夏休み短縮などの影響によりまして、

前年度比で約１，６００万円ほど減となっておりま

す。 

 次に、３９ページ、お願いします。一番下の枠で

す。３の児童福祉費補助金、こちらのほうは国の補

助事業の補助金となります。この中の３つ目、児童

虐待防止対策支援事業費補助金から、下から３行目

にあります子育てのための施設等利用給付交付金、

それから次のページの２つ目にあります保育利用

支援事業費補助金、こちらのほうがこども育成課に

なります。 

 ちょっと前のページに戻っていただきまして、３

９ページですけども、この中で４つ目にあります地

域子育て支援拠点事業費補助金、こちらのほうは子

育てセンターに関します補助でございます。補助率

は３分の１です。このうち、相談体制整備に関しま

す補助につきましては、３３万６，０００円です。 

 その下、放課後児童健全育成事業補助金ですけど

も、こちらのほうは放課後児童クラブに対します国

の補助です。このうち、港児童クラブ整備に関しま

すものが４００万円、それから、利用自粛に伴いま

す使用料減に対する補助が３４９万５，０００円で、

補助率はいずれも３分の１です。 

 それから、感染症対策用品購入等に関します補助

につきましては１，９２２万６，０００円でござい

ます。こちらのほうは補助率は１０分の１０です。 

 その１４行下のほうになります。下のほうです。

保育所等改修費支援事業費補助金、こちらは賃貸物
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件等を活用した小規模保育事業所新設に係ります、

その経費に一部を補助するもので、バンビーノハウ

ス保育園に対します補助でございます。 

 その下、子どものための教育・保育給付交付金で

ございます。こちらのほうは私立園への施設型給付

費に係る国の負担分となります。こちらも幼児教

育・保育の無償化の影響などによりまして、前年度

比で約１億４，９００万円の増となっております。 

 その下です、その２つ下、保育環境改善等事業費

補助金、公立、私立保育所、認定こども園等におき

ます感染対策に対します補助です。 

 次に、４１ページ、お願いします。上から３行目

です。保育利用支援事業費補助金です。こちらのほ

うは入園予約制を導入した保育所等に対して、子供

が入園するまでの間、保護者相談や、それから市と

連絡調整等を行う職員の人件費に対して補助する

ものです。 

 次に、４５ページ、お願いします。真ん中少し下

です。教育・保育給付費負担金、こちらのほうは私

立園への施設型給付費に対します県の負担分とな

ります。こちらも無償化の影響によりまして、前年

度比で約５，５００万円の増となっております。 

 次に、４９ページ、お願いします。上から２つ目

の枠になりますけども、３の児童福祉費補助金、こ

ちらのほうが各事業に対します県の負担分の補助

金です。 

 その枠の２つ目、放課後児童健全育成事業費補助

金、こちらは児童クラブに対します県の負担分です。

このうち、港放課後児童クラブに関します整備が４

００万円、利用自粛による使用料減に対します補助

は３４９万５，０００円で、補助率はいずれも３分

の１です。 

 その枠の下から４行目になります。新型コロナウ

イルス感染症緊急包括支援交付金、こちらのほうは

子育てセンター、公立、私立保育所等におきます感

染症対策用品購入に対します補助で、補助率のほう

はいずれも１０分の１０です。 

 次に、５３ページ、お願いします。中ほどになり

ます。教育支援体制整備事業交付金、こちらのほう

は公立幼稚園におきます感染症対策に対します補

助で、補助率は１０分の１０です。 

 説明は以上となります。 

○分科会長（上田 伴子） それでは、説明は終わり

ました。 

 質疑、意見等ありませんか。 

 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） 学校内の登記の関係なんだけ

ど、今回は合橋、今、日高東が何か寄附いただいた

という話だけども、奈佐小学校も建物もほとんどが

借地だと聞いてますし、豊岡市全体で今、どうなっ

てんの、その辺。学校関係で借地がまだ何校も残っ

てんの、その辺り。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） まず、ほかの借地が

残っている学校につきましては、弘道小学校のグラ

ウンドが少しかかっておりますが、お寺から借地を

させていただいております。 

 それから、竹野小学校なんですけども、こちらも

グラウンドの一部でございますが、これもお寺のほ

うからということです。 

 また、中竹野小学校ですけども、グラウンドに三

角形の土地がありまして、そこも個人の方が一方的

に借地を解約するみたいなことおっしゃってて、今

は来年度の統合に向けて話を進めておりますので、

運動会等はご本人に承諾いただいて開催できまし

た。そこは今年度もうほぼグラウンドは使う予定が

ございませんので、問題ないかと思います。 

 先ほど申しましたお寺の土地につきましては、お

寺ということもあって、安定的にご利用させていた

だけるというようなお話もありますので、そこは市

としては購入するということは特に考えていない

状況であります。 

 あと、資母小が校舎の部分、借地がございますが、

２０１９年度に交渉しましたところ、折り合いがつ

きませんでして、購入には至りませんでしたけれど

も、今後も引き続き市のほうにお貸しいただけると

いうお話をいただいておりますので、現状としては

そのような状況でございます。 
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○分科会長（上田 伴子） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） そうしますと、この４校だけ

がという理解でよろしいんですね。 

 それと、中竹野につきましては、もう今年は使わ

せてもらったけど、来年からの保証みたいなものは

ないの、その辺り教えてください。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） 来年度はもう竹野に

統合しますし、あとは跡地活用という部分で財政課

のほうで進めさせていただきますので、今段階で購

入ということには至らないというふうに思ってい

ます。借地も切れた状態でそれ以外の土地について、

財政課のほうで今後活用について検討されるもの

というふうに思います。 

○分科会長（上田 伴子） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） もう一回言いますと、中竹野

については、もう竹野小学校に一緒になるんだから、

小学校や含めて、うちの担当じゃないよということ

になったということでいいんですね。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） 奈佐もそうですけど

も、跡地活用が具体的になるまでは教育総務のほう

が維持管理という部分では担当することになって

おります。 

 参考に奈佐の状況をお話ししますと、地域のほう

はあくまでも借地としての活用を希望されており

ますし、今後業者側のほうが買いたいというような

お話があったときには相談に応じるというような

こともいただいておりますので、将来的に売買とい

うことが実現する可能性もあるということでござ

います。 

○分科会長（上田 伴子） はい。 

○委員（伊藤  仁） 奈佐小学校の場合は、校舎の

ほとんどが借地なんですよね。ほんで、ほかの今言

われた弘道、竹野小学校、中竹野、資母ですか、こ

れはどれぐらいの規模で、全体を１０としますと、

借地の大きさいうのは、奈佐小学校みたいに校舎ほ

とんど借地ですわ。グラウンドだけが自分とこで、

ほとんど借地なんですよね。そんな状況が、ほかの

ところでそんな大きな状況があるのかないのか。 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） 今、図面がここにご

ざいませんので、全てということではないというふ

うに思います。 

 正確なものがお示しできませんので、必要でした

ら改めてご報告させていただきます。 

○委員（伊藤  仁） いやいや、まあ、よろしいで

す。どれぐらい借地があるのかなと。分からなかっ

たらよろしいですよ。 

 奈佐小はほとんどじゃなかったか。 

 校舎のほうが大分かかってたように見た。あれは、

えっと。 

○分科会長（上田 伴子） 体育館のほうに。 

○教育総務課長（永井 義久） そうです。ちなみに、

奈佐は面積としましては５，５５４．８７㎡という

面積です。 

○委員（伊藤  仁） それ、山も入れてでしょう。

借りてない裏山も入れて。 

○教育総務課長（永井 義久） そうです、借地とし

ての面積ですので。 

○委員（伊藤  仁） 借地としての面積。 

○教育総務課長（永井 義久） 山と体育館と校舎の

一部というようなことになります。 

 ちなみに竹野は３，２９７㎡です。 

 出石は、グラウンド部分が主になりますが。 

弘道小学校は１，５３９㎡という借地面積になって

います。 

○委員（伊藤  仁） よろしいです。 

○分科会長（上田 伴子） よろしいか。 

 ほかは。 

 はい。 

○委員（松井 正志） 確認ですけども、合併前の旧

市町でのそういう、さっきの校舎の関係の、借地の

関係なんですけど、取扱いが違うことによって現在

まで至ってるんですけども、そのときの原因ってい

うのはどういうことが考えられて、なおかつそれは

当然現市で、例えば新たにそういう事業するときは

当然そういうこと起きないような内容なんだわな。
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何かそういう過去の何でっていうようなこと調べ

てない？ 

○分科会長（上田 伴子） はい、どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） 特に但東のほうは借

地が多いと聞いております。学校に限らず、例えば

但東のそばの郷でありますとか、旧ちりめん振興館

という中山の部分もそうでしたし、それから、診療

所の土地なんかも借地がございますが、その経緯に

つきましては、私も直接聞いたことがありませんの

で、回答は難しいです。 

○分科会長（上田 伴子） はい。 

○委員（松井 正志） 今後そういうことが起きない

ように、当然、今は、要するに公共事業する際、あ

るいは公共の建物建てる際にはやってるんだと思

いますんで、できるだけ早くそれは改善したほうが、

次の職員のためにもなりますんで、ぜひよろしくお

願いします。 

○分科会長（上田 伴子） ほか、ないですか。ない

ですか、青山委員。 

○委員（青山 憲司） はい。 

○分科会長（上田 伴子） ないですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） それでは、よろしいです

か。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 それでは、以上で説明及び質疑終わりました。 

 これらの討論、表決は、後ほど委員のみで審査を

行います。その際、意見及び要望があれば取りまと

めを行いますので、よろしくお願いをいたします。 

 次回委員会は、明日２２日、午前９時３０分から

第２委員会室で行います。 

 ここで当局職員の皆さんは退席していただいて

結構です。ご苦労さまでした。 

 分科会を暫時休憩します。 

午後３時１０分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後３時１２分 分科会再開 

○分科会長（上田 伴子） それでは、分科会を再開

します。 

 それでは、今の第１０６号議案についての討論、

表決を行いたいと思います。 

 第１０６号議案、令和２年度豊岡市一般会計歳入

歳出決算の認定についてを議題といたします。第１

０６号議案については、既に質疑まで終えています

ので、討論から入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） 討論を打ち切ります。 

 ちょっと休憩したいんですけども、すみません。

（「委員長が決めてください」と呼ぶ者あり）ちょ

っと休憩。 

午後３時１３分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後３時１４分 分科会再開 

○分科会長（上田 伴子） 休憩を閉じます。 

 それでは、討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、認定すべきものと決

定してご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） ご異議なしと認めます。

よって、第１０６号議案は、認定すべきものと決定

しました。 

 私、委員長は、ちょっと委員会の認定とは違う態

度を取るかもしれませんので、ご了承ください。 

 それでは、続きまして、分科会意見、要望のまと

めを行います。 

 次に、３の協議事項（２）第１０６号議案、令和

２年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定につい

てに対する当分科会の意見、要望として、予算決算

委員会に報告すべき内容について協議いただきた

いと思います。第１０６号議案についての意見、要

望ですけれども、委員の皆さん、意見、要望ありま

したらお願いいたします。今さっきの土地のことで

もいいですし。 

 はい、どうぞ。 

○委員（青山 憲司） ２１７ページに子どもの貧困

対策の推進事業費があるんですけど、質問もさせて

もらったんですけど、指標は違っても、豊岡市の女
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性のひとり親家庭の貧困が全国比率よりも高いと

いうことなんですけども、これに関連して、豊岡市

独自の事業もあったりして、子どもの貧困家庭の改

善状況をやっぱり検証して、効果的な事業にすべき

だという意見を付してはどうかと思いますけども、

いかがでしょうか。 

○分科会長（上田 伴子） もう一度お願い、子ども

の貧困家庭の状況。 

○委員（青山 憲司） 貧困対策の推進事業について、

市独自の事業があるので、その効果把握に努めて、

より効果的な事業を推進すべきということの意見

を付してはいかがでしょうか。 

○分科会長（上田 伴子） 今、青山委員のほうから

ありました。 

 ほかに、ほかにはどうですか。 

 芹澤委員とか、あったら要望、何でも。 

 いいですか。ほか、ないですか。いいですか。 

○委員（芦田 竹彦） 関連で、何かアンケートみた

いなの、何かスマホか何かでアンケート取ってたと

思うんだけど、違ったかいな、今、青山さん言われ

た貧困対策。 

○分科会長（上田 伴子） 貧困状況。 

○委員（芦田 竹彦） 貧困の分ね。あれ、まだアン

ケートまとまってないと思う。 

○分科会長（上田 伴子） ちょっと今休憩します。 

午後３時１８分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後３時２９分 分科会再開 

○分科会長（上田 伴子） それでは、分科会を再開

します。 

 ただいま協議いただきまして、４件の項目が出て

まいりました。意見、要望については、１つは子ど

もの貧困家庭の貧困対策のこと、それから生涯学習

サロンへの土地、購入の問題のこと、それから新文

化会館の整備についてのこれからの事業展開につ

いてのこと、それからアイティについては、４階の

活用についての市民にとってのこれからの活用策

などへのことと、ちょっと不確かな言い方でござい

ますが、この４点を意見、要望として取りまとめを

したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（上田 伴子） それでは、ご異議なしと

認め、そのように決定します。 

 それでは、ここで分科会を閉会します。 

午後３時３０分 分科会閉会 

──────────────────── 

午後３時３０分 委員会再開 

○委員長（上田 伴子） 委員会を再開します。 

 委員会意見・要望のまとめです。 

 次に第１０７号議案から第１１２号議案及び第

１１４号議案と報告第１８号に対する委員会意

見・要望として、委員長報告に付すべき内容につい

て協議いただきたいと思います。 

 委員の皆さんからの提案について、委員会意見・

要望とすべきか協議を行いたいと思いますので、委

員会意見・要望とすべき提案があれば。 

 先ほどのことですね。 

 それでは、先ほどのことでよろしいですね。（「は

い」と呼ぶ者あり） 

 これで本日の審査は全て終了しました。 

 次は、協議事項（３）番、その他について、委員

の皆さんから何かほかに発言はありませんか。ござ

いませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） ないようでしたら、以上を

もちまして文教民生委員会を閉会いたします。ご苦

労さまでした。 

午後３時３１分 委員会閉会 

──────────────────── 


